
&
ト
リ
主
流
。
ル

第
五
十
一
巻

第
二
挽

卒
成
四
年
九
月
護
行

明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
獲
容

棲

井

俊

郎

は

じ

め

に

一
明
初
題
奏
本
制
度
の
形
成

ω
中
書
省
に
よ
る
文
書
線
撹
と
そ
の
禁
止

ω
題
本
制
度
の
創
設

二
題
奏
本
制
度
の
袋
容
と
租
制
維
持
|
|
洪
照
J
宣
徳
|
|

三
朝
儀
面
奏
の
形
骸
化
|
|
正
統
J
弘
治
ー
ー

お

わ

り

に

- 1ー

t土

じ

め

明
代
に
お
け
る
上
奏
文
の
主
要
な
も
の
に
題
本
と
奏
本
の
二
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
も
嘗
初
は
明
制
を
継
承
し
た

が
、
の
ち
臣
下
か
ら
皇
一
帝
に
宛
て
た
私
信
た
る
奏
摺
の
使
用
が
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
奏
本
の
役
割
は
題
本
に
吸
牧
さ
れ
、
乾
隆
十
三
年

(

1

)

 

(
一
七
四
八
〉
に
消
滅
し
た
。
そ
の
題
本
も
清
末
光
緒
二
十
八
年
(
一
九
O
二
)
に
「
改
題
篤
奏
」
、
即
ち
奏
摺
に
吸
牧
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
明
清
時
代
の
上
奏
文
を
利
用
し
た
先
行
研
究
の
う
ち
、

(
2
)
 

り
、
そ
れ
以
降
、
奏
摺
、
題
本
、
殊
批
議
旨
等
が
研
究
史
料
と
し
て
盛
ん
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
現
肢
は
、

清
代
に
つ
い
て
は
夙
に
薙
正
株
批
議
旨
関
係
の
一
連
の
研
究
蓄
積
が
あ

一
つ
に
は
、
上
奏
文
を

含
む
清
代
の
文
書
行
政
が
相
営
程
度
解
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
特
に
海
外
に
お
い
て
は
皐
土
魁
氏
や
荘
士
ロ
護
氏
ら
を

(
3〉

そ
の
専
著
・
論
稿
は
枚
奉
に
遣
な
い
。

は
じ
め
と
す
る
清
代
檎
案
事
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、

そ
う
し
た
研
究
者
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
清
代
の
上
奏
文
慮
理
機
構
の
概
要
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

前
代
の
、
明
代
上
奏
文
の
仕
組
み
を
解
明
せ
ん
と
す
る
研
究
一
意
識
は
、
こ
れ
ま
で
希
薄
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
存
清
代
稽
案
史

(
4〉

料
の
膨
大
な
量
に
比
較
す
れ
ば
明
代
槍
案
の
残
数
は
僅
か
で
、
寅
際
に
そ
れ
を
利
用
し
た
研
究
も
こ
れ
ま
で
徐
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た

め
、
そ
う
し
た
研
究
朕
況
も
い
た
し
か
た
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
明
代
現
存
槍
案
の
相
首
部
分
を
占
め
る
天
啓
・
崇
頑
年
閲
兵
部
関
係
題
奏
本
は
、
明
末
遼
東
の
軍
事
情
勢
の
分
析
な
ど
に
際
し
、
依

(
5
)
 

く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
今
更
疑
う
べ
く
も
な
い
。
公
文
書
た
る
そ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
活
用
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
そ
の
前

- 2ー

提
と
し
て
、
明
代
の
上
奏
文
慮
理
機
構
が
い
つ
如
何
な
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
寅
際
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
を
解
明

し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
奏
摺
出
現
以
前
の
清
初
上
奏
文
庫
理
機
構
が
明
末
の
そ
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
前

史
と
し
て
も
、
明
代
題
奏
本
制
度
の
沿
革
と
内
貫
の
究
明
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
研
究
が
全
く
無
か
っ
た
-
語
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く
は
概
論
的
で
、

(

6

)

 

に
よ
っ
て
規
定
の
紹
介
を
行
う
に
過
ぎ
無
か
っ
た
。
『
諸
司
職
掌
』
は
制
定
嘗
初
の
姿
を
我
々
に
知
ら
し
め
、

く
あ
る
べ

し
」
と
規
定
し
て
い
っ
た
経
過
と
内
容
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
の
、
現
貫
の
運
用
形
態
が
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
か
ま
で
は
知
り
得

『
諸
司
職
掌
』
や
『
舎
典
』
等
の
史
料

『
舎
血
ハ
』
は
朝
廷
が
漸
次
「
か

な
い
。
制
度
と
い
う
も
の
が
、
屡
々
嘗
-
一
初
の
規
定
か
ら
外
れ
、
慶
賀
し
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
文
書
が
貫
際
に
い
か
に
使
用
さ
れ
、

ま
た

い
か
な
る
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
た
の
か
、
時
系
列
的
に
具
韓
相
を
確
認
し
て
ゆ
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。

別
の
闘
心
か
ら
明
代
上
奏
文
の
鹿
理
機
構
に
言
及
す
る
も
の
に
は
、
内
閣
制
度
関
連
の
諸
研
究
が
あ
る
。

「
票
擬
」
が
内
閣
の
重
要
な
職
務



(
7〉

で
あ
っ
た
こ
と
は
夙
に
山
本
隆
義
氏
が
詳
細
に
考
謹
し
て
お
り
、
最
近
で
は
谷
井
俊
仁
氏
が
、
崇
顧
七
年
十
二
月
か
ら
八
年
十
一
月
の
閣
票
を

(
8〉

牧
め
る
『
明
邸
紗
残
本
』
を
用
い
て
、
改
票
の
具
瞳
的
な
手
績
・
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
上
奏
文
の
慮
理
の
寅

際
に
閲
し
て
新
た
に
得
ら
れ
た
知
見
は
極
め
て
多
い
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で
内
閣
の
票
擬
制
度
に
焦
黙
が
嘗
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
明
代
上
奏

文
制
度
の
全
般
的
な
内
容
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
明
代
上
奏
文
慮
理
機
構
の
形
成
と
そ
の
襲
化
の
過
程
が
、
本
論
で
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
と
な
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
は
、
先
ず

明
初
題
奏
本
制
度
の
形
成
過
程
、
衣
い
で
景
泰
朝
ま
で
の
朝
廷
側
の
方
針
と
題
奏
本
使
用
貫
態
の
需
離
朕
況
、
第
三
に
正
統
朝
か
ら
弘
治
朝
ま

で
の
上
奏
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
弘
治
朝
に
い
た
る
ま
で
の
朗
代
前
牟
期

に
制
度
上
の
問
題
黙
の
殆
ど
が
出
揃
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

明
初
題
奏
本
制
度
の
形
成

- 3 ー

前
述
の
よ
う
に
、
明
代
に
お
け
る
上
奏
文
に
は
大
別
し
て
題
本
と
奏
本
の
二
者
が
あ
り
、
ま
た
奏
本
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
東
宮
に
劃
し
て

(
9〉

上
呈
す
る
啓
本
が
あ
っ
た
。
啓
本
は
主
に
皇
太
子
監
園
の
際
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
常
時
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
の
ぼ
す
相
手
が
皇
一
一
帝

(ω〉

で
な
く
皇
太
子
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
形
式
・
内
容
共
に
奏
本
と
極
め
て
近
似
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
他
、
表
・
筆
・
講

〈

江

)

一
章
・
書
朕
・
文
加
・
制
封
な
ど
も
、
皇
帝
に
上
呈
さ
れ
る
文
書
と
い
う
意
味
で
は
上
奏
文
に
含
ま
れ
よ
う
が
、
さ
し
あ
た
り
検
討
封
象
と
し
て

は
、
政
務
に
直
接
閥
わ
る
上
奏
文
た
る
題
本
と
奏
本
に
限
定
し
、
本
章
で
は
こ
の
雨
者
の
形
成
過
程
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

)
 

噌

E
4(
 
中
書
省
に
よ
る
文
書
穂
撹
と
そ
の
禁
止

明
初
の
上
奏
文
慮
理
機
構
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
題
奏
本
制
度
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
是
非
明
ら
か
に
し

177 

て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、

王
朝
創
建
か
ら
洪
武
十
三
年
(
一
三
八
O
〉
の
中
書
省
慶
止
ま
で
に
つ
い
て
は
、

『
高
層
曾
典
』
所
載
「
奏
啓
題
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(

ロ

)

本
格
式
」
な
ど
に
お
い
て
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
現
存
す
る
明
代
上
奏
文
は
そ
の
殆
ど
が
天
啓

・
崇
頑
南
朝
の
も
の
で
あ
り
、
園

初
の
も
の
を
見
る
機
舎
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
、
文
書
の
構
成
等
か
ら
嘗
時
の
制
度
を
推
し
量
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
解
決

の
手
掛
か
り
は
、
何
よ
り
も
上
奏
文
庫
理
の
場
で
あ
る
行
政
機
構
の
襲
遷
と
い
う
文
脈
か
ら
見
い
出
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

洪
武
の
か
な
り
早
い
時
期
よ
り
、
皇
帝
親
政
の
翻
黙
か
ら
、
上
奏
に
際
し
て
中
書
の
臣
は
関
興
す
べ
き
で
な
く
、
皇
帝
に
直
接
上
進
さ
れ
る

『
皇
明
粗
訓
録
』

「
慣
園
政
」
門
に
は

九
そ
耳
目
を
贋
く
し
て
偏
聴
せ
ざ
る
は
翠
蔽
を
防
ぎ
て
下
情
を
通
ず
る
所
以
な
り
。
今
後
大
小
の
官
員
井
び
に
百
工
伎
塞
の
人
の
躍
に
言

う
べ
き
の
事
有
ら
ば
御
前
に
直
至
し
て
間
奏
す
る
を
許
す
。
其
の
言
、
理
に
嘗
ら
ば
即
ち
に
所
司
に
付
し
て
施
行
せ
し
め
よ
。
諸
街
門
は

間
滞
す
る
を
得
る
な
か
れ
。
違
う
者
は
即
ち
姦
と
同
じ
く
論
ず
。

(
割
註
〉
元
朝
の
如
き
は
相
に
命
じ
、
詔
に
云
う
有
り
、
諸
街
門
の
敢
え
て
中
書
を
隔
越
し
て
奏
請
す
る
者
有
ら
ば
、
違
制
を
以
て
論

ず
、
と
。
故
に
内
外
百
司
奏
請
す
る
所
有
ら
ば
、
悉
く
中
書
由
り
し
、
遂
に
濯
延
沈
溺
し
て
下
情
を
し
て
上
達
す
る
能
わ
ざ
ら
し
め
、

(
日
〉

而
し
て
園
の
亡
ぶ
に
至
る
を
致
す
也
。

- 4 ー

と
あ
り
、
割
註
に
て
元
制
の
依
貼
を
指
摘
し
つ
つ
、
上
奏
は
直
接
皇
一
帝
に
の
ぼ
す
べ
き
旨
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
下
り
は
、
後
々
臣
下
が
租

制
復
蓄
を
要
請
す
る
際
に
屡
々
引
言
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
「
逼
達
下
情
」
の
一
大
方
針
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
想
と
は
裏
腹

に
、
現
寅
に
は
上
奏
文
』
毘
理
に
中
書
の
臣
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
、
『
明
史
』
胡
惟
庸
俸
に
、

(
M
)
 

内
外
諸
司
の
封
事
を
の
ぼ
す
に
、
必
ず
先
に
取
閲
し
、
己
を
害
す
る
者
は
輔
ち
匿
し
て
以
聞
せ
ず
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
洪
武
三
年
以
降
中
書
の
地
に
あ
っ
た
胡
惟
庸
が
上
達
前
の
上
奏
文
を
思
う
が
優
に
操
作
し
て
い
た
こ
と
が
俸
え
ら
れ
て

(

お

)

い
る
。そ

も
そ
も
、
明
初
の
行
政
制
度
の
多
く
が
元
制
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

上
奏
文
慮
理
機
構
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
中

(

日

山

〉

(

口

)

書
省
が
そ
れ
を
統
轄
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
明
初
の
中
書
省
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
秀
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
朱
元
議



六
部
官
制
を
完
備
し
た
の
が
洪
武
元
年
(
一
三
六
八
)
、

雨
者
の
関
係
は
政
策
立
案
官
鹿
と
行
政
執
行
官
麗
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
氏
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
洪
武
四
年
(
一
三
七
一
〉

頃
を
境
に
南
者
の
機
能
は
襲
質
し
、
六
部
は
職
務
内
容
も
規
模
も
擦
大
し
、
中
童
百
省
は
職
務
の
一
部
を
六
部
に
移
管
し
て
大
政
線
撹
を
掌
る
こ

政
権
が
元
制
を
縫
承
し
て
中
書
省
制
度
を
敷
い
た
の
が
至
正
二
十
四
年
(
=
ニ
六
四
)
、

と
に
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
卒
章
政
事
・
参
知
政
事
な
ど
中
書
省
の
幹
部
階
級
が
麿
止
さ
れ
、

丞
相
に
権
力
が
集
中
す
る
専
制
瞳
制
の
様
相

を
呈
す
る
に
到
る
。
こ
う
し
た
中
、
洪
武
十
年
(
一
三
七
七
)
九
月
辛
丑
、
胡
惟
庸
が
左
丞
相
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
獄
況
下
、
洪
武
十
年
六
月
、
中
書
省
臣
に
封
し

(

問

)

其
れ
天
下
臣
民
の
九
そ
事
を
言
う
者
を
し
て
、
貫
封
も
て
脹
前
に
直
達
せ
し
め
よ
。

と
い
う
識
が
設
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
、

上
述
の
よ
う
な
胡
惟
庸
の
上
奏
文
検
闘
が
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

ぃ
。
換
言
す
れ
ば

」
の
識
が
震
せ
ら
れ
た
意
固
は
、
こ
う
し
た
現
貫
を
克
服
す
べ
く
、

『
皇
明
租
訓
録
』
に
示
さ
れ
た
方
針
を
、
賓
際
の
政

- 5 ー

治
の
場
に
お
い
て
賓
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

太
組
は
ま
た
、
中
書
省
が
政
治
を
専
掌
し
、
上
奏
に
際
し
事
前
報
告
を
行
う
と
い
う
元
朝
の
や
り
か
た
が
、
民
情
の
上
達
を
妨
げ
、

ひ
い
て

は
大
組
を
招
い
た
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
、
洪
武
十
一
年
三
月
、
瞳
部
に
劃
し
奏
式
を
定
め
天
下
に
申
命
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

胡
元
の
世
、
政
は
中
書
に
専
た
り
。
九
事
必
ず
先
に
闘
報
し
、
然
る
後
奏
聞
す
。
其
の
君
も
叉
昏
蔽
多
く
、
是
に
民
情
通
じ
ず
、
尋
い
で

大
組
に
至
る
を
致
す
。
深
く
戒
め
と
篤
す
可
し
。
大
抵
の
民
情
幽
隠
し
、
狩
か
に
畢
達
し
難
く
、
有
忽
に
し
て
究
せ
ざ
る
は
、
上
下
離
合

の
機
駕
に
係
れ
ば
、
甚
だ
畏
る
可
き
な
り
。
古
人
の
耳
目
を
外
に
通
じ
、
得
失
を
民
に
監
し
む
る
所
以
、
見
此
に
有
り
。
爾
理
部
、
其
れ

(
叩
)

奏
式
を
定
め
、
天
下
に
申
明
せ
よ
、
と
。

鄭
臨
聞
は
『
皇
明
吾
皐
編
』
に
お
い
て
、
太
組
の
こ
の
命
は
以
後
六
部
が
上
奏
に
先
立
っ
て
中
書
省
に
関
白
す
る
の
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
と
指

(
却
)

摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
敢
え
て
元
朝
の
や
り
方
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
か
か
る
命
を
下
し
て
い
る
こ
と
自
瞳
、
六
部
街
門
が
上
奏
に
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先
立
ち
中
書
に
報
告
す
る
と
い
う
現
賓
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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阪
倉
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
胡
惟
庸
の
獄
及
び
中
書
省
麿
止
の
前
、
洪
武
十
一

1
二
年
か
ら
既
に
、
胡
惟
庸
の
専
権
を
抑
制
す
べ
く
、
鹿

止
さ
れ
て
い
た
参
知
政
事
を
復
活
さ
せ
る
等
、
幾
つ
か
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。

上
述
の
中
書
省
と
雄
部
に
劃
す
る
こ
つ
の
識
は
、
こ
れ
ら
の
動

き
と
ほ
ぼ
重
な
る
時
期
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
洪
武
十
年
六
月
及
び
十
一
年
三
月
に
設
せ
ら
れ
て
お
り
、
中
書
省
の
麿
止
と
六
部
の
皇
帝
直
属

(

幻

)

化
に
蹄
結
す
る
園
初
政
治
制
度
改
革
と
密
接
に
関
連
し
て
レ
た
と
解
樺
し
得
ょ
う。

(2) 

題
本
制
度
の
創
設

か
く
し
て
明
代
奏
本
制
度
の
定
式
は
、
中
書
省
麿
止
や
他
の
政
治
制
度
改
革
と
閥
連
し
つ

つ
、
漸
次
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
最
終
的
に
細

部
に
至
る
ま
で
整
え
ら
れ
た
の
は
、
中
書
省
底
止
及
び
胡
惟
庸
の
獄
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
諸
司
文
移
式
」
の
制
定
が
命
じ
ら
れ
た
の
は
洪

(

勾

)

武
十
五
年
(
一
三
八
二
〉
間
二
月
甲
申
で
、

こ
れ
以
後
躍
部
が
公
文
書
の
韓
例
整
備
に
着
手
し
た
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)

さ
れ
た
の
は
洪
武
十
七
年
二
月
己
丑
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
聞
に
題
本
紙
式
へ
の
言
及

(

M

)

(

お
)

が
一
切
無
い
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
『
洪
武
櫨
制
』
所
載
「
奏
啓
本
格
式
」
に
は
本
書
頒
行
時
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
上
奏
文
の
書
式
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
項
目
名
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
諸
司
文
移
紙
式
」
が
制
定
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こ
こ
に
は
「
奏
本
式
」
と
「
啓
本
式
」
し
か
記
さ
れ
ず
、
題
本
書
式
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ

(
M
A
)
 

う
し
た
奏
本
制
度
整
備
の
過
程
に
お
い
て
、
洪
武
十
五
年
に
題
本
も
定
め
ら
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
正
鵠
を
射
て

い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ

れ
で
は
題
本
と
は
い
か
な
る
過
程
に
お
い
て

洪
武
二
十
六
年
(
一
三
九
三
〉
に
成
立
し
た
『
通
政
司
職
掌
』
、

い
か
な
る
役
割
を
撞
っ
て
創
出
さ
れ
た
の
か
。
衣
に
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
υ

(
幻
)

二
十
八
年
頒
示
の
「
奏
啓
事
目
」
に
於
い
て
も
な
お
、
題
本
の
使
用
規
定
並

び
に
事
目
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
洪
武
末
に
至
る
ま
で
題
本
が
制
式
化
さ
れ
な
か

っ
た
謹
で
あ
ろ
う
。

題
本
の
明
確
な
使
用
規
定
は

仁
宗
即
位
直
後
の
永
築
二
十
二
年
(
一
四
二
四
)
十
月
の
誌
に
見
え
る
。

『
禽
暦
曾
典
』
等
に
載
る
規
定
と

し
て
は
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
中
で
こ
れ
が
最
も
早
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
年
に
題
本
が
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な

J

〈、



故
事
、
観
朝
後
、
諸
司
の
念
切
な
る
機
務
の
面
陳
す
る
を
得
ざ
る
者
有
ら
ば
、
題
本
を
具
し
て
宮
門
に
於
い
て
投
準
し
、
速
達
す
る
を
得

か
ぱ

ん
こ
と
を
糞
う
を
許
す

P

今
私
事
を
訴
え
私
恩
を
ち
う
者
も
ま
た
題
本
を
進
め
、
姦
を
掩
い
衆
を
欺
き
、
以
て
傍
倖
を
園
る
。
法
を
壊
し

政
を
観
す
こ
と
斯
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。
今
後
惟
だ
警
念
な
る
機
務
の
即
ち
に
は
面
陳
す
る
を
得
ざ
る
者
の
み
、
題
本
を
封
準
す
る

を
許
し
、
其
の
徐
の
大
小
公
私
の
事
は
並
び
に
公
朝
に
て
陳
奏
せ
し
む
。
遭
う
者
は
論
ず
る
に
重
罪
を
以
て
し
、
佑
お
三
法
司
を
し
て
こ

〈

m
A
)

れ
を
知
ら
し
め
よ
。

と
言
い
、
現
在
は
私
事
を
訴
え
私
恩
を
乞
う
者
ま
で
題
本
を
用
い
て
い
る
の
で
奮
制
に
戻
せ
、
と
鴻
瞳
寺
臣
に
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
嘗
然

「
故
事
」
と
し
て
の
題
本
制
度
は
既
に
存
在
し
て
い
た
答
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
初
定
は
い
つ
な
の
か
。

『
高
層
舎
典
』
に
よ
る
と
、
園
初
の
早
朝
の
儀
に
お
け
る
奏
事
の
上
呈
は
牽
蓋
肢
・
奉
天
般
(
殿
儀
〉
及
び
奉
天
門
(
門
儀
)
に
て
行
わ
れ
た

(
却
)

が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
門
儀
だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
奉
行
次
第
は
、
こ
こ
で
は
繁
を
避
け
て
詳
述
し
な
い
が
、
概
ね
上
奏
者
は
御
前
に

進
ん
で
口
頭
で
申
上
し
(
面
奏
)
、
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皇
帝
か
ら
の
旨
も
ま
た
口
頭
で
下
さ
れ
る
(
面
識
・
面
旨
〉
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
ま
た
朝
儀
後
に
皇
一
帝
が

臣
下
を
召
し
て
封
話
し
(
面
召
・
召
封
)
、
ま
た
関
係
各
官
を
召
し
て
共
に
政
務
を
議
す
る
(
面
議
)
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
以
降
、
政
事
の
皇
帝一

親
決
と
い
う
親
黙
か
ら
、
こ
れ
が
最
も
理
想
に
近
い
上
奏
・
降
旨
の
形
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
次
一
章
に
述
べ
る
よ
う
に
、
上
奏
さ
れ
て
く
る
案

件
の
数
は
日
々
極
め
て
多
く
、
あ
ら
ゆ
る
上
奏
案
件
を
賓
際
に
皇
帝
の
面
前
で
虚
置
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
後
代
、
租
宗
の
制
の
如
く

面
奏
、
面
識
、
召
封
、
面
議
を
復
す
る
よ
う
屡
々
臣
下
か
ら
請
わ
れ
て
い
る
が
、

(
ぬ
)

れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
傾
向
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

一
面
そ
れ
は
皇
帝
の
面
前
で
の
政
務
慮
理
が
理
想
通
り
行
わ

か
く
て
皇
帝
と
臣
下
が
面
見
せ
ず
に
、

つ
ま
り
朝
儀
を
経
ず
に
慮
理
さ
れ
る
上
奏
案
件
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
な
か

に
は
議
論
を
要
す
る
重
事
も
嘗
然
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
軍
情
・
重
事
の
面
陳
を
許
す
場
と
し
て
は
、
早
朝
と
は
別
に
晩
朝
が
既
に
洪
武
二
十
九

(
幻
V

年
(
一
三
九
六
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
題
本
に
係
わ
る
規
定
は
何
ら
見
え
な
い
が
、
翌
三
十
年
、
通
政
司
に
射
し
、

す
べ
て

不
時
入
奏
す
る
を
許
す
。
其
れ
各
衛
門
は
、
九
そ
一
躍
の
事
務
有
ら
ば
、
止
だ
早
朝
大
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早
晩
朝
、
奏
事
の
軍
情
・
重
事
有
る
に
及
ば
ば
、
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(ロ)

班
内
に
子
て
奏
啓
す
る
の
み
。
朝
、
退
り
て
叉
晴
樹
砕
な
る
事
務
を
勝
て
右
順
門
よ
り
題
奏
す
る
を
許
さ
ず
。

と
令
し
て
い
る
。
見
方
を
襲
与
え
れ
ば
、
こ
の
記
事
は
「
潰
砕
」
な
ら
ざ
る
「
重
事
」
で
あ
れ
ば
、
早
朝
大
班
(
即
ち
早
朝
の
儀
〉
終
了
後
、
右
順

門
か
ら
の
題
奏
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
レ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ろ
か
。
右
は
晩
靭
開
設
後
程
無
い
時
期
の
令
で
あ
っ
て
、
し
か
も
右

順
門
は
晩
朝
の
暴
行
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
且
つ
ま
た
題
本
・
晩
朝
共
に
重
要
政
務
の
鹿
理
に
か
か
わ
る
と
い
う
共
通
性
か
ら
見
て
、
題
本
の

使
用
開
始
は
晩
朝
創
設
と
関
係
が
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
。
晩
朝
に
て
皇
一帝
と
高
官
の
面
議
に
よ
る
重
事
鹿
理
を
行
わ
ん
と
意
聞
し
た
こ
と
は
、

永
楽
四
年
(
一
四
O
六
)
、
一
一
帝
が
晩
朝
時
、
六
部
向
書
及
び
近
臣
を
召
し
て
手
術
し
た
次
の
号
一
口

早
朝
、

四
方
の
奏
す
る
所
の
事
多
く
、

君
臣
の
問
、

言
う
所
を
蓋
く
す
を
得
ず
。

午
後
、

事
衡
な
り
、

卿
等
言
わ
ん
と
欲
す
る
所
有
ら

ば
、
従
容

・
陳
論
す
ベ
し
。
:
:
:
蓋
し
脹
も
言
わ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
有
ら
ば
、
亦
此
の
時
に
及
ん
で
卿
等
と
一
商
量
せ
ん
と
欲
す
。
:
・

(
お
)

み
な
晩
朝
に
於
て
来
た
れ
。
委
曲
を
量
く
す
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
。

自
今
凡
そ
事
の
嘗
に
一
商
墨
す
べ
き
者
有
ら
ば
、

に
で
も
一
ホ
さ
れ
る
。
早
朝
の
儀
に
お
い
て

一
般
街
門
か
ら
上
奏
が
許
さ
れ
て
い
た
項
目
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
の
軽
重
に
よ
る
篠
件
は
附
さ

- 8 ー

れ
て
い
な
い
が
、
晩
朝
の
場
合
は
重
要
事
項
の
上
奏
に
限
ら
れ
、

し
か
も
皇
帝
一
と
高
官
に
よ
る
議
論
の
場
た
る
べ
き
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
て
陳
上
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

い
た
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
恐
ら
く
は
、
本
来
な
ら
ば
晩
朝
の
面
議
で
鹿
置
す
べ
き
重
要
案
件
で
、
何
ら
か
の
事
情
で
上
奏
者
本
人
が
祉

(

鈍

)

し
か
も
そ
れ
が
急
を
要
す
る
特
別
な
場
合
に
限
り
、
題
本
の
具
呈
が
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
結
果
を
総
合
し
て
園
初
題
奏
本
制
度
の
形
成
過
程
を
描
く
と
、
決
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
明
朝
創
建
以
来
、
奏
本
制
度
は
他

の
諸
制
度
と
同
様
元
制
が
採
用
さ
れ
、
質
質
上
中
書
省
が
上
奏
文
の
慮
理
機
構
を
統
轄
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
洪
武
十

1
十
一
年
に
中
書
省

臣
に
よ
る
総
撹
は
禁
じ
ら
れ
、
皇
帝
へ
の
直
達
が
周
知
せ
ら
れ
る
。
十
三
年
の
中
書
省
鹿
止
後
、
十
七
年
に
は
奏
本
の
紙
式
が
、

ま
た
二
十
八

年
に
至
っ
て
奏
本
の
事
目
が
定
ま
り
、
臨
時
頒
示
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
方
、
常
朝
の
儀
と
し
て
は
従
来
早
朝
の
儀
が
あ
っ
た
が
、
皇
帝
と
高
官

に
よ
る
重
要
事
項
議
論
の
場
と
し
て
、

二
十
九
年
に
晩
朝
が
設
け
ら
れ
、

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、

A

一
応
を
要
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
面
奏
不

可
能
な
重
事
の
た
め
に
、
題
本
制
度
が
始
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
く
の
如
く

題
本
は
わ
け
で
も
重
要
な
役
割
を
興
え
ら
れ
た
た



そ
の
速
達
性
は
保
註
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
繁
期
を
逼
じ
て

，
次
第
に
因
循
多
用
さ
れ
る
に
至
り
、
嘗
初
の
規
定
を
越
え
て
こ
れ
を
用
い
て
私
事
を
訴
え
私
恩
を
願
う
も
の
も
で
て
き
た
。
そ
こ
で
、
永
繁
二

め
、
各
地
か
ら
上
さ
れ
る
多
く
の
奏
疏
の
中
に
あ
っ
て
、

十
二
年
、
再
度
そ
の
使
用
規
定
を
徹
底
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

題
奏
本
制
度
の
饗
容
と
組
制
維
持
l

|
洪
照
1
宣
徳
|
|

通
例
、
明
代
の
題
本
と
奏
本
の
使
用
匡
分
に
つ
い
て
は
、

(
お
)

わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
現
存
の
明
末
題
本
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ら
が
公
事
用
と
し
て
慶
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
無
い
。

「
公
題
私
奏
L

、

則
ち
公
事
一
般
は
題
本
を
用
い

私
事
は
奏
本
を
用
い
た
と
言

『
官
同
暦
舎
典
』
に

:
の
ち
、
在
京
諸
司
は
奏
本
使
な
ら
ざ
る
を
以
て
、
九
て
の
公
事
は
題
本
を
用
う
。
其
の
制
、
奏
啓
本
に
比
ぶ
る
に
嬰
小
に
し
て
、
字

(
お
)

は
精
大
な
り
。

..
 

と
Zコ
L、

ま
た
『
水
東
日
記
』
に
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園
朝
の
制
、
臣
民
の
奏
事
す
る
は
奏
本
と
稽
す
。
・
:
:
鄭
重
を
舎
て
て
簡
便
に
従
い
、
改
め
て
題
本
を
用
う
れ
ば
、

ず
。
然
る
に
題
本
は
多
く
は
在
内
街
門
の
公
事
な
り
。
在
外
、
弁
び
に
己
が
事
を
自
陳
す
る
が
若
き
は
、
則
ち
の
お
奏
本
を
用
い
、
東
駕

(
向
山
)

な
れ
ば
則
ち
啓
本
と
稽
す
。
:
:
:

の
ち

則
ち
然
ら

と
記
す
が
如
く
、
在
京
街
門
が
上
奏
す
る
際
、
奏
本
に
は
不
便
な
黙
が
あ
る
と
さ
れ
、
題
本
が
公
事
用
と
し
て
多
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が

政
書
や
筆
記
の
類
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
前
章
で
見
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

初
期
の
題
本
は
、
朝
儀
で
の
面
奏
が
不
可
能
な
念
切
機
務
案

件
を
速
達
せ
し
め
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
、
在
京
街
門
用
の
上
奏
文
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、
題
本
は
次
第
に
使
用
範
圏
が
抜
大
さ
れ
、
そ
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の
用
途
が
大
き
く
襲
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
剣
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
襲
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
ら
の
上
奏
を
い
ち
早
く
、
確
買
に
上
に
達
す
る
た
め
に
は
、
公
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朝
に
お
い
て
直
接
面
奏

・
面
議
す
る
の
が
最
善
の
手
段
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
、
文
書
の
み
に
よ
る
上
奏
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
全
国
か
ら
上
覧
に
呈
さ
れ
る
奏
疏
は
存
外
多
く
、
洪
武
十
七
年
九
月
の
給
事
中
張
文
輔
の
上
奏
に
よ
る
と
、
一
日
首
た
り

(
お
)

約
四

O
O本
の
奏
疏
、
八

O
O
徐
り
の
案
件
に
上
っ
た
と
言
う
。
膨
大
な
量
の
上
奏
文
の
中
に
あ
っ
て
も
、
品
一
品
切
機
務
の
速
達
用
と
さ
れ
る
題

本
を
使
用
す
れ
ば
、
優
先
的
に
皇
帝
の
目
に
達
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
た
利
便
性
が
、
結
局
私
事
に
渉
る
も
の
ま
で
題

本
で
上
奏
す
る
風
潮
を
招
き
、
使
用
が
激
増
し
て
本
来
の
機
能
を
阻
害
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、

そ
の
愛
化
の
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
前
述
、氷
…
柴
二
十
二
年
の
識
が
護
せ
ら
れ
た
意
圃
が
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
洪
照
一
帝
の
新
政

に
首
た
り
、
題
本
の
私
事
に
渉
る
使
用
の
風
潮
を
戒
め
、
奮
制
に
戻
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
題
本
多

用
の
傾
向
は
そ
の
使
用
開
始
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
時
期
、
恐
ら
く
永
繁
期
か
ら
既
に
現
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
題
本
の
使
用
貫
態
は
、
制
度
創

始
後
僅
か
の
期
間
に
し
て
、
早
く
も
規
定
か
ら
事
離
し
は
じ
め
て
い
た
。
嘗
時
貫
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
題
本
の
中
に
は
、
晩
朝
或
い
は
早
朝

後
に
お
け
る
面
奏

・
面
議
を
補
完
す
る
手
段
と
し
て
洪
武
末
に
登
場
し
た
、
特
殊
な
上
奏
文
と
は
言
い
難
い
存
在
も
混
入
し
て
い
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

-10 -

た
だ
、
永
繁
二
十
二
年
の
誌
に
よ
っ
て
、
仁
宗
即
位
時
の
公
式
見
解
で
は
ま
だ
題
本
の
使
用
範
圏
と
し
て
公
私

一
般
の
こ
と
ま
で
は
認
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
飽
く
ま
で
念
切
機
務
の
速
達
専
用
と
い
う
規
定
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
が
強
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
識
を
と
も
か
く
も
現
寅
性
の
あ
る
-
組
制
復
蓄
の
意
思
表
明
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
洪
武

・
永
祭
南
一
一
帝
が
下
情
の
遁

(

却

)

達
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
現
制
の
維
持
に
努
め
て
き
て
お
り
、
特
に
朝
儀
奏
事
に
つ
い
て
は
大
き
な
破
綻
を
き
た
す
こ
と
な
く
賀
行
し
て
い
た

事
賓
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

題
本
の
蓄
制
維
持
は
な
お
標
携
さ
れ
績
け
る
。
次
の
史
料
か
ら
少
な
く
と
も
宣
徳
朝
で
は
ま
だ
本
来
の
機
能
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

宣
宗
聞
く
な
ら
く
、
府
軍
後
衡
に
題
進
せ
る
本
有
り
e

夜
、
遁
し
て
北
中
門
に
至
る
も
、
守
衛
肯
て
轄
達
せ
ず
、

と
。
因
り
て
錦
衣
衛
官



に
謂
い
て
日
く
、
租
宗
の
成
法
、
朝
罷
り
て
外
廷
に
事
の
念
奏
す
る
者
有
ら
ば
、
長
夜
を
問
わ
ず
、
即
ち
に
本
を
具
し
て
進
め
、
守
門
者

ゆ

る

は
剖
ち
に
上
達
を
粛
す
。
警
急
を
通
じ
、
窒
蔽
を
絶
つ
所
以
な
り
。
今
敢
え
て
此
の
若
く
す
る
は
寛
貸
す
べ
か
ら
ず
、
其
れ
執
え
て
法
司

(
必
)

に
付
し
て
こ
れ
を
罪
せ
よ
、
と
。

か
く
、
依
然
と
し
て
租
宗
の
成
法
た
る
急
切
の
機
務
の
篤
の
上
奏
方
法
と
し
て
機
能
せ
し
め
ん
と
し
て
い
た
具
瞳
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
後
、
題
本
を
重
事
・
速
達
の
み
に
使
用
す
べ
し
と
す
る
見
解
は
見
え
な
く
な
る
。
本
論
で
は
既
に
「
公
題
私
奏
」
の
使
用
匝
分
を
明
示

し
た
例
と
し
て
葉
盛
の
『
水
東
日
記
』
巻
一

O
を
引
い
た
が
、

本
書
は
弘
治
年
間
ハ
一
四
八
八
l
一五
O
五
〉
に
初
刻
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
遅
く
と
も
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
緊
急
性
の
有
無
を
問
わ
な
い
、
後
代
の
如
き
「
公
題
私
奏
」
使
用
法
が
一
般
化
し
、
事
責
上
公

〈
日
制
〉

認
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
推
測
す
る
所
以
で
あ
る
。

奏
本
の
慮
理
に
閲
し
て
も
若
干
の
襲
化
が
現
れ
は
じ
め
て
い
た
。
通
常
、
在
外
官
員
の
上
奏
文
は
逼
政
使
司
を
逼
じ
、
在
京
官
員
の
上
奏
文

は
舎
極
門
を
通
じ
て
宮
中
に
入
遁
さ
れ
、
司
嘩
監
太
監
の
属
た
る
文
書
房
へ
と
、
途
ら
れ
る
。
原
則
上
は
、
そ
の
後
全
て
を
皇
帝
に
達
し
、
御
覧

に
呈
す
る
筈
だ
が
、
早
く
も
永
繁
初
期
、
逼
政
司
か
ら
上
達
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
六
科
に
輔
、迭
さ
れ
、
牧
貯
さ
れ
て
し
ま
う
奏
疏
が
あ
っ
た
。

-11ー

『
典
故
紀
聞
』
の
記
事
に

(
必
)

通
政
司
受
く
る
所
の
四
方
の
奏
疏
、
九
そ
重
務
に
非
ざ
れ
ば
、
悉
く
以
聞
せ
ず
、
径
ち
に
六
科
に
送
る
。

と
言
う
。
こ
の
事
例
で
は
重
務
で
は
な
い
奏
疏
と
さ
れ
、
原
則
通
り
の
制
度
運
用
|
|
全
奏
疏
の
上
達
ー
ー
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
以
降
の

奏
本
の
使
用
範
園
襲
化
の
先
駆
け
的
現
象
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
類
し
た
話
は
仁
宣
朝
に
も
引
き
績
き
出
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
奏
本
を
用
い
て
月
奏
さ
れ
る
雨
津
奏
疏
な
ど
は
、
箪
に
上
達
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
六
科
に
も
轄
、迭
さ
れ
ず
に
そ
の

(

必

)

(

川

岨

〉

ま
ま
遁
政
司
に
牧
貯
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
更
に
、
そ
れ
ら
は
何
時
の
頃
か
ら
か
、
消
滅
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

必

)

一
部
例
外
を
除
く
全
て
の
奏
題
旨
意
に
射
し
覆
奏
或
い
は
題
覆
が
義
務
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
聞
の
こ
と
と
考
え

ま
た
、
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ら
れ
る
。
余
纏
登
は
覆
奏
を
命
じ
た
事
例
を
多
く
集
め
て
い
る
が
、
儒
旨
が
覆
奏
に
よ
っ
て
護
費
し
た
、
仁
宗
朝
の
衣
の
よ
う
な
貫
例
を
奉
げ
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て
い
る
。内

官
馬
験
停
旨
し
、
翰
林
院
に
議
し
た
る
に
、
教
を
書
し
て
駿
に
付
し
、
復
た
交
祉
に
往
き
て
金
銀
珠
香
を
間
関
せ
し
む
、

と
あ
り
。
本

左
右
も
言
い
て
再
た
往
く
は
嘗
に
園
に
利
あ
る
べ
し
と
震
す
も
、

(
必
)

む。 院
官
覆
奏
す
。
仁
宗
色
を
正
し
て
日
く
、
朕
安
ん
ぞ
此
の
言
有
る
を
得
ん
や
。
:
:
:
此
の
人
近
ご
ろ
内
に
在
り
て
ま
ま
百
方
請
求
し
、

卿
等
宜
し
く
股
が
意
を
識
れ
、

朕
悉
く
答
え
ざ
り
き
。

と

乃
ち
止

わ
け
で
も
宣
宗
は
覆
奏
の
貴
行
を
頻
り
に
命
じ
て
お
り
、

そ
の
意
圃
は
衣
の
記
事
中
の
議

宣
徳
時
、
中
官
の
旨
を
奉
じ
て
こ
れ
を
六
科
に
俸
え
、
相
判
ち
径
ち
に
諸
司
を
し
て
行
わ
し
む
有
り
。
宣
宗
こ
れ
を
聞
き
、
即
ち
に
法
可
に

下
し
て
治
す
。
因
り
て
給
事
中
に
議
し
て
日
く
、
爾
が
官
は
近
侍
た
り
、
職
は
記
注
に
在
り
。
凡
そ
股
が
一
言
一
令
、
或
い
は
内
使
を
し

ち

か

て
俸
出
せ
し
む
る
者
有
ら
ば
、
爾
嘗
に
備
録
し
て
覆
奏
し
、
再
た
旨
を
得
て
而
る
後
行
う
べ
く
ん
ば
、
欺
弊
を
闘
防
す
る
に
庶
幾
か
ら

な

ん

じ

(

灯

)

ん
。
然
ら
ざ
れ
ば
必
ず
詐
備
す
る
者
有
ら
ん
。
爾
等
自
今
乃
が
職
に
俗
謹
せ
よ
。
依
阿
随
附
す
る
を
許
さ
ず
、
と
。
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に
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
覆
奏
や
題
覆
と
い
え
ば
、
慎
重
を
期
す
る
た
め
に
法
司
の
重
案
に
必
ず
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
も
の
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
中
官
停
旨
に
よ
る
儒
旨
・
矯
旨
の
護
生
を
防
止
せ
ん
と
す
る
翻
臨
か
ら
、
全
て
の

(
必
)

聖
旨
を
そ
の
封
象
と
し
て
義
務
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
永
繁
朝
以
降
の
官
官
登
用
、
中
官
停
旨
の
多
用
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
洪
武
末
頃
に
出
揃
っ
た
奏
本
と
題
本
と
い
う
上
奏
文
の
二
大
形
式
は
、
永
柴

1
仁
宣
期
に
早
く
も
襲
質
し
始
め
た
。
題
本

は
蛍
初
の
規
定
で
念
切
機
務
の
用
に
限
ら
れ
た
特
殊
な
上
奏
文
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寅
質
的
な
使
用
賦
況
は
、
そ
の
枠
組
み
を

逸
脱
す
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
奏
疏
の
主
睡
で
あ
っ
た
奏
本
に
は
、
書
式
上
の
決
ま
り
事
が
繁
雑
で
あ
り
、
ま
た
奏
疏
綿
数

が
多
い
た
め
に
庭
理
が
遅
延
す
る
と
い
っ
た
依
貼
が
あ
っ
た
。

ら
れ
て
い
た
。
雨
者
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
本
来
奏
本
に
て
上
奏
す
べ
き
も
の
の
一
部
が
題
本
の
使
用
に
流
れ
た
の
も
、
あ
る
意
味
で
嘗
然
の

一
方
、
題
本
に
は
簡
便
性
、
速
達
性
、
虚
理
の
確
貫
性
と
レ
っ
た
特
長
が
興
え

蹄
結
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、

上
奏
者
側
の
都
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
の
礎
化
は
、

そ
の
ま
ま
朝
廷
側
が
公
認
し
得
る
も
の
で
は
な
か



っ
た
。
な
お
宣
徳
靭
ま
で
は
租
制
維
持
が
叫
は
れ
績
け
る
の
で
あ
る
。
覆
奏
・
題
覆
の
使
用
開
始
も
ま
た
、
上
奏
文
制
度
を
支
え
る
た
め
の
一

方
策
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
中
官
停
旨
が
多
用
さ
れ
は
じ
め
た
嘗
時
の
朕
況
に
劃
躍
し
つ
つ
、
護
出
さ
れ
る
聖
旨
の
正
統
性
の
保
持
を
圃
っ
た
の

3
-

っ
こ
o

J

J

チ

'

朝
儀
面
奏
の
形
骸
化
|
|
正
統
1
弘
治
1ー
ー

宣
徳
十
年
三
四
三
五
)
正
月
、

内
閣
大
事
土
湯
土
奇
・
楊
築
・
楊
薄
の
所
謂
三
楊
が

英
宗
正
統
一
帝
が
即
位
し
た
が
、
幼
年
で
あ
っ
た
魚
、

(

川

四

)

政
務
を
補
佐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
正
統
朝
と
言
え
ば
、
仁
宣
朝
に
既
に
開
始
さ
れ
て
い
た
閣
臣
に
よ
る
篠
旨

が
定
制
化
し
、
三
楊
の
下
で
内
閣
の
重
要
性
が
一
層
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
三
楊
は
一
帝
の
年
齢
を
考
慮
し
、

か
り

:
・
英
宗
幼
沖
を
以
て
即
位
す
。
三
閣
老
楊
策
ら
聖
瞳
の
倦
み
易
き
を
慮
り
、
因
り
て
擢
の
制
を
創
む
。
一
早
朝
ご
と
に
、
止
だ
事
の
八

件
を
言
う
を
許
す
の
み
。
前
一
目
、
先
に
副
封
を
以
て
閣
下
に
詣
り
、
議
め
各
事
の
慮
分
を
以
て
陳
上
す
。
奏
に
遇
わ
ば
、
止
だ
陳
ぶ
る

所
に
依
り
て
旨
を
俸
う
る
の
み
。
英
宗
既
に
社
た
り
、
三
臣
縫
い
で
卒
し
た
る
も
、
人
の
敢
え
て
租
宗
の
蓄
に
復
す
る
を
言
う
者
無
け
れ

〈
印
)

ば
、
今
に
迄
ん
で
迭
に
定
制
と
な
る
。
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と
い
っ
た
形
で
、
上
奏
文
の
副
本
を
事
前
に
内
閣
に
提
出
さ
せ
、

事
前
検
闘
を
行
っ
た
上
で

早
朝
の
儀
に
お
け
る
上
奏
案
件
数
を
制
限
し

た
。
し
か
も
、
皇
一
一
帝
が
降
す
聖
旨
は
閣
臣
の
篠
旨
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
時
の
制
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
の
、
英
宗
が
妊
年
と
な
り
、

三
揚
が
卒
し
た
後
も
繕
績
し
た
。
も
は
や
朝
儀
で
の
上
奏

・
降
旨
は
形
式
化
し
、
朝
儀
を
経
ざ
る
上
奏
文
の
閣
議
慮
理
に
そ
の
主
座
を
譲
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。

(
日
)

こ
の
こ
と
が
内
閣
の
重
要
性
の
高
ま
り
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
は
勿
論
だ
が
、
山
本
氏
の
指
摘
の
如
く
、

一
方
で
内
官
が
上
奏
文
の
移

、透過
程
に
介
在
す
る
絵
地
を
も
生
じ
た
と
思
わ
れ
、
事
貫
、

正
統
朝
の
太
監
王
振
の
登
場
以
降
、

宣
官
専
権
の
事
例
が
績
出
し
て
い
る
こ
と
は
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良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
後
代
、

正
徳
朝
の
劉
瑳
や
天
啓
朝
の
貌
忠
賢
の
よ
う
に
、
擢
力
を
維
持
す
る
具
と
し
て
宮
中
で
の
上
奏
文
庫
理
過
程
を
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掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
な
場
合
も
ま
ま
存
す
る
。

楊
は
皇
一帝
を
よ
く
補
佐
し
た
と
さ
れ

い
ず
れ
も
名
臣
に
数
え
ら
れ
る
が

正
統
五
年
(
一
四
四
O
〉
七
月
に
楊
策
が

次
い
で
九
年

月
に
楊
土
奇
も
卒
す
る
と
、
次
第
に
王
振
一
涯
に
劃
す
る
押
さ
え
が
き
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
残
さ
れ
た
楊
樽
も
、
途
に
十
一
年
七
月
に
卒
す

る
。
こ
の
問
、
形
骸
化
し
た
朝
儀
、
及
び
朝
儀
後
の
上
奏
・
降
旨
の
拭
況
は
基
本
的
に
饗
わ
っ
て
い
な
い
。

『
明
英
宗
貫
録
』
正
統
八
年
六
月

に
録
さ
れ
る
翰
林
院
侍
講
劉
球
の
疏
に
も
、

必
ず
大
臣
を
順
門
或
い
は
便
殿
に
進
め
、

す
。
或
い
は
事
に
疑
い
有
ら
ば
、
則
ち
機
務
を
掌
る
の
臣
を
召
し
て
こ
れ
を
一
商
確
し
、
市
し
て
自
ら
其
の
哀
を
折
し
た
り
。
棒
、

上
に
自問

す
る
所
以
な
り
。
皇
上
臨
御
す
る
こ
と
九
年
、
事
憧
日
々
熟
す
。
願
は
く
ば
、
二
聖
の
成
規
を
守
ら
れ
、
親
決
の
故
事
を
復
せ
ら
れ
ん
こ

(
臼
)

と
を
。
則
ち
政
権
一
に
蹄
せ
ん
笑
。

故
と
太
租

・
太
宗
、
早
朝
罷
り
て
午
・
晩
の

二
朝
に
及
ぶ
ご
と
に
、

親
ら
興
に
庶
政
を
裁
決

と
あ
り
、
嘗
時
、
皇
帝
一
面
前
で
の
上
奏
慮
理
が
園
初
の
如
く
に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
疏
中
に
は
「
午
朝
」
の
稿
が
見
え
る
が
、
無
論
こ
れ
も
常
朝
の
儀
の
一
つ
で
、
『
舎
典
』
で
も
一
項
を
設
け
て
説
明
さ
れ
て
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い
る
。
早
朝
同
様
明
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
劉
球
の
疏
中
に
既
に
租
宗
の
制
と
し
て
見
え
、
ま
た
一
設
に
正
統
一
帝
一
即
位

(

臼

〉

時
に
午
朝
が
罷
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
洪
武

・
永
築
中
に
は
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
進
行
次
第
の
詳
細

は
省
く
が
、
左
順
門
で
暴
行
さ
れ
、
早
朝
に
比
べ
小
規
模
で
、
且
つ
仰
々
し
い
儀
瞳
の
占
め
る
割
合
は
小
さ
く
、
出
席
者
も
進
行
役
の
鴻
臨
寺
・

(

臼

)

逼
政
司
官
を
除
け
ば
閣
臣
と
奏
事
官
に
限
ら
れ
て
い
た
。
上
奏
・
面
議

・
降
旨
を
最
優
先
し
た
、
貫
質
的
な
執
務
の
場
と
い
う
印
象
が
強
い
。

劉
球
が
請
う
た
午
朝
の
復
奮
は
正
統
中
に
は
質
現
し
な
か
っ
た
。

代
宗
景
泰
二
年
(
一
四
五
一
)
七
月
、
躍
部
儀
制
司
郎
中
章
一
繍
は
時
政
に

闘
す
る
十
六
事
を
列
皐
し
た
奏
文
を
の
ぼ
し
て
お
り
、
そ
の
第
三
項
目
で
、
早
・
午
朝
後
臣
民
の
奏
題
事
務
等
を
面
議
し
て
慮
置
す
べ
き
こ
と

(

日

〉

が
建
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
疏
は
裁
可
さ
れ
、
同
年
八
月
、

(
回
)

命
じ
て
蓄
に
仰
り
て
午
朝
を
制
せ
し
む
。



と
い
う
運
び
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
午
朝
の
復
奮
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
景
泰
朝
は
、

一
時
的
に
せ
よ
、
租
宗
の
制
の
如
く
皇
帝

面
前
で
の
政
務
慮
理
を
復
せ
ん
と
志
向
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

英
宗
が
復
僻
し
た
後
も
、
朝
儀
奏
事
が
形
骸
化
し
た
と
は
言
え
、
現
朝
後
の
大
臣
召
劃
に
よ
る
政
治
は
襲
わ
ら
ず
行
わ
れ
て
お
り
、
上
奏
案

件
を
皇
帝
と
臣
下
で
合
議
し
て
ゆ
く
と
言
う
政
務
慮
理
法
は
績
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
の
面
前
で
の
閣
議
寅
施
と
そ
こ
で
の
票
擬

〈
閉
山
)

手
績
き
に
根
本
的
な
襲
化
は
ま
だ
な
い
。
天
順
朝
前
期
に
再
び
官
官
の
勢
力
が
強
ま
り
、
曹
士
口
群
・
石
亨
ら
が
擢
力
を
掌
握
し
た
時
も
な
お
、

(
国
〉

ま
た
上
奏
文
の
皇
一
一
帝
全
覧
も
貫
行
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
太
監
が
李
賢
と
召

英
宗
と
内
閣
大
事
士
李
賢
の
面
議
は
行
わ
れ
て
お
り
、

射
せ
ん
と
し
た
時
に
も

:
・
聖
上
の
宣
召
な
ら
ば
則
ち
来
ら
ん
。
太
監
の
請
な
ら
ば
来
ら
ざ
る
也
。
:
:
:
此
慮
は
乃
ち
天
子
顧
問
の
地
、
某
等
は
乃
ち
謹
ん
で
顧

聞
に
候
す
る
の
官
な
り
。
太
監
は
聖
上
の
命
を
俸
え
、
事
有
ら
ば
来
り
て
読
き
、
自
ら
合
に
此
に
到
る
ベ
し
。
量
に
人
を
し
て
来
り
て
召
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さ
し
む
可
け
ん
耶
。(

印
)

と
し
て
、
麿
じ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
成
化
靭
に
入
る
と
、
皇
帝
の
面
前
で
閣
議
が
聞
か
れ
る
こ
と
は
極
度
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
王
其
築
氏
に
よ
れ
ば
、
成
化
朝

(
印
)

一
代
二
十
三
年
聞
を
通
し
て
僅
か
一
度
、
成
化
七
年
(
一
四
七
一
〉
十
二
月
に
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
全
く
こ
の
一
度
き
り
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
頃
よ
り
閣
議
に
皇
帝一
は
出
席
せ
ず
、
代
わ
っ
て
中
官
が
出
席
し
、
彼
ら
が
停
旨
す
る
と
い
う
形
が
一
般
的

に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
劉
健
が
後
掲
の
弘
治
十
二
年
三
四
九
九
〉
の
疏
の
中
で
、

憲
宗
純
皇
一
帝
、
亦
た
嘗
て
李
賢
・
陳
文
・
彰
時
を
召
し
、
或
い
は
司
種
監
太
監
の
牛
玉
・
懐
恩
の
如
き
二
一
人
を
遣
わ
し
て
閣
に
到
り
て

計
議
せ
し
む
。
上
に
密
旨
有
ら
ば
則
ち
御
前
の
賓
を
用
い
て
封
示
し
、
下
に
輩
疏
有
ら
ば
則
ち
文
淵
閣
印
を
用
い
て
封
進
し
、
直
ち
に
御

〈

日

)

前
に
至
り
て
開
訴
す
。
此
れ
臣
等
の
耳
聞
目
見
す
る
者
也
。

189 

と
い
う
が
如
く
、
涯
遣
さ
れ
た
太
監
が
皇
帝
の
代
理
と
し
て
計
議
に
加
わ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
何
も
中
官
を
重
ん
じ
た
こ
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(
臼
)

と
で
知
ら
れ
る
時
期
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
太
監
在
直
失
脚
後
も
同
様
の
吠
況
が
縫
績
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
代
の
弘
治
朝
に
は
閣
臣
徐
湾
・
劉
健

・
李
東
陽
ら
を
顧
問
に
従
え
て
の
皇
帝
親
政
が
貧
現
し
、
後
世
、
比
較
的
よ
く
治
ま
っ
た
と
の
評
債

(
m
m
)
 

を
受
け
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
式
的
儀
躍
の
場
と
化
し
た
常
靭
の
儀
は
理
想
通
り
に
は
行
か
ず
、
ま
た
依
然
と
し
て
召
見
は
滅
多
に
行
わ

L

:
、a

コ
ニ
。

ふ
d

何
千
九

4
μ
4
4
h

早
く
も
弘
治
三
年
〈

一
四
九
O
)
に
吏
部
左
侍
郎
彰
留
か
ら
午
朝
の
正
常
な
運
用
が
求
め
ら
れ
、

薩
部
の
覆
奏
を
超
て
、

旦

は
機
密
の
重
事
は
御
前
に
赴
い
て
具
奏
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
は

:
・然
る
に
午
朝
寛
に
政
事
を
封
せ
ん
と
請
う
者
無
く
、
文
具
え
て
徒
ら
に
煩
擾
慶
事
を
震
す
に
過
ぎ
ず
。
放
に
久
か
ら
ず
し
て
寛
に
罷

(
倒
)

む
と
云
う
。

と
言
う
が
如
く
、
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
再
び
罷
め
ら
れ
て
い
る
。

更
に
弘
治
十
年
以
後
に
な
る
と
、
視
朝
時
間
の
ず
れ
込
み
ゃ
文
書
慮
理
の
遅
延
、

召
劃
回
数
の
少
な
さ
が
問
題
化
し
、
臣
下
が
相
次
い
で
そ

れ
を
指
摘
し
た
。

例
え
ば

弘
治
十
年
(
一
四
九
七
)
二
月
甲
氏
に
の
.
ほ
さ
れ
た
内
閣
大
事
士
徐
薄
の
疏
で
は
、

内
般
奏
事
(
即
ち
常
朝
奏
事
)
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が
蓄
制
の
一
日
二
度
か
ら
一
度
に
減
少
し
た
こ
と
、
聖
旨
設
出
に
数
日
か
か
り
、
題
奏
本
の
慮
理
が
滞
っ
て
数
箇
月
間
稽
留
さ
れ
た
り
護
出
さ

(
間
山
)

れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
面
召
が
行
わ
れ
ず
朝
儀
以
外
に
面
見
す
る
機
舎
を
得
な
い
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
を
受
け

て
、
翌
三
月
、
弘
治
一
帝
一
は
閣
臣
徐
湾
、
劉
健
、
李
東
陽
、
謝
蓮
を
召
し
、
自
ら
が
主
宰
す
る
形
で
閣
議
を
暴
行
し
た
。
そ
の
様
子
は
、

[
:
:
上
回
く
、
前
に
近
づ
け
、

と

是
に
於
い
て
御
楊
に
直
叩
し
、
司
瞳
監
諸
太
監
は
案
側
に
環
脆
す
。

上
回
く
、

文
書
を
看
よ
、

と
。
諸
太
監
は
本
を
取
り
て
薄
ら
に
付
し
、
ま
た
殊
硯
筆
を
分
置
し
、

先
生
輩
と
一
商
量
せ
ん
、
と
。
薄
ら
、
本
ご
と
に
批
僻
を
議
定
し
、
乃
ち
片
紙
に
録
し
て
以
て
進
む
。
上
覧
畢
り
、
親
ら
本
面
に
批
し
、
或

(
侃
)

い
は
三
二
字
を
更
め
、
或
い
は

一
二
句
を
剛
去
し
、
皆
手
に
臆
じ
て
疾
書
し
、
墨
ぼ
疑
滞
す
る
こ
と
無
し
。

と
記
鍛
さ
れ
、
ま
さ
に
皇
一
帝
主
導
の
文
書
慮
理
と
言

っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
閣
議
は
、

片
紙
数
幅
を
授
く
。
]
上
、

各
街
門
の
題
奏
本
を
出
し
て
日
く

一
つ
の
理
想
的
な
例
と
し
て
、
後
代
の

奏
疏
や
筆
記
で
屡
々
言
及
さ
れ
、

ま
た
以
後
召
封
の
質
施
が
再
開
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。



し
か
し
、

見
事
な
ま
で
に
皇
一
帝
親
政
を
韓
現
し
た
こ
の
よ
う
な
理
想
形
態
が
、

こ
の
後
の
閣
議
で
も
維
持
さ
れ
績
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な

ぃ
。
あ
く
ま
で
も
、
例
外
的
な
事
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
聞
大
事
土
劉
健
が
弘
治
十
二
年
九
月
に
の
ぼ
し
た
次
の
奏
疏
に
よ
れ
ば
、

朝
参
・
講
讃
の
外
は
復
た
天
顔
を
奉
ず
る
を
得
ず
。
司
櫨
監
太
監
と
雄
ど
も
亦
た
内
閣
に
至
る
こ
と
少
な
し
。
朝
廷
に
命
令
有
ら
ば
、
必

ず
之
を
太
監
に
俸
え
、
太
監
は
之
を
管
文
書
官
に
俸
え
、
管
文
書
官
は
方
め
て
停
え
て
臣
等
に
至
る
。
内
閣
に
陳
説
有
ら
ば
、
必
ず
之
を

(
目
別
〉

管
文
書
官
に
達
し
、
管
文
書
官
は
達
し
て
太
監
に
知
ら
し
め
、
太
監
乃
ち
達
し
て
御
前
に
至
る
。

と
あ
る
と
お
り
、
な
お
殆
ど
の
題
奏
本
が
依
然
と
し
て
君
臣
面
議
を
経
ず
に
慮
理
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
停
旨
者
た
る
太
監
す
ら
閣
議
に
出
席

入
宮
後
の
奏
疏
移
動
に
お
け
る
多
数
の
中
官
の
介
在
が
逼
例
化
し
て
い
た
。

十
一
年
(
一
四
九
八
〉
閏
十
一
月
乙
酉
、
兵
部
主
事
何
孟
春
の
上
言
し
た
「
修
省
八
要
」
も
ま
た
、
早
朝
親
事
の
ほ
か
は
皇
帝
の
徳
音
を
聞

け
ず
、
晩
朝
奏
事
は
既
に
慶
弛
し
、
経
鐘
後
の
一
商
一
議
も
有
名
無
質
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
治
世
」
た
る
弘
治
朝
と
い
え
ど
、

〈
伺
)

奏
疏
慮
理
に
閲
し
て
は
少
な
か
ら
ず
問
題
黙
が
奉
げ
ら
れ
て
お
り
、
後
世
賞
揚
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
執
務
に
際
し
て
君
臣
聞
に
密
な
連
絡
が
あ
っ

し
な
く
怒
り
、

た
と
は
考
え
難
い
。
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劉
健
が
十
五
年
(
一
五
O
二
)
に
頻
り
に
上
奏
文
を
の
ぼ
し
、

虚
理
の
滞
り
を
指
摘
し
、
復
蓄
を
要
請
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
五
月
に
は

常
朝
奏
事
に
就
い
て
は

親
朝
奏
事
の
時
間
の
短
さ
や
遅
延
、

並
び
に
奏
疏

:
:
:
且
つ
覗
朝
奏
事
の
如
き
は
奮
と
定
期
有
り
。
近
年
以
来
日
々
漸
ゃ
く
遅
緩
す
。

:
:
:
伏
し
て
願
う
、
皇
上
盆
々
政
務
に
勤
め
、
毎
日

(
的
〉

禦
明
に
親
朝
せ
ら
れ
、
辰
・
未
の
雨
時
に
奏
事
せ
ば
、
則
ち
朝
政
粛
清
し
、
事
も
翠
滞
な
か
ら
ん
。

と
言
い
、

ま
た
八
月
に
も
、

内
閣
大
事
士
劉
健
ら
言
え
ら
く
:
:
:
遡
来
、
勤
勘
の
志
漸
く
前
に
異
る
。
毎
日
の
早
朝
は
数
刻
に
過
ぎ
ず
し
て
起
鼓
或
い
は
日
高
き
に
至

り
、
宮
中
の
奏
事
は
止
だ
一
衣
を
得
る
の
み
に
し
て
散
本
或
い
は
昏
黒
に
至
る
。
侍
衛
接
本
の
人
は
、
筋
力
疲
懲
し
、
休
息
す
る
を
得
ず
。

百
司
庶
府
の
事
は
、
文
書
窒
滞
し
、
施
行
す
る
を
得
ず
。
一
事
の
決
は
、
動
も
せ
ば
旬
月
を
議
え
、
一
令
の
出
は
、
随
轍
に
麿
弛
す
。
群
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(

市

)

寮
玩
習
し
て
覗
て
例
と
篤
す
。

(

九

〉

と
述
べ
、
更
に
十
一
月
に
も
朝
儀
と
奏
疏
鹿
理
の
正
常
化
を
懇
願
し
て
い
る
。

組
宗
以
来
、
皇
帝
自
身
に
よ
る
覧
本

・
慮
理
は
常
朝
後
に
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
た
め
、
常
朝
の
時
聞
が
遅
く
な
れ
ば
そ
の
分
奏
疏

鹿
理
の
た
め
の
時
聞
に
雛
寄
せ
が
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
政
務
慮
理
の
滞
り
を
意
味
し
た
。
そ
こ
で
皇
帝一
に
は
早
・
午

退
朝
後
の
辰
刻
(
午
前
八
時
頃
〉
と
未
刻
(
午
後
二
時
頃
)
に
奏
疏
庭
理
に
取
り
か
か
っ
て
貰
え
れ
ば
、

の
常
朝
を
規
定
通
り
行
っ
て
も
ら
い

庭
理
の
遅
延
は
解
消
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
劉
健
の
理
屈
で
あ
る
。
結
局
、
朝
儀
奏
事
と
朝
退
後
の
奏
疏
庭
理
が
こ
の
時
ど

の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
か
は
解
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
慣
に
弘
治
末
期
に
奮
儀
の
如
く
朝
儀
が
奉
行
さ
れ
、
朝
、
退
後
に
文
書
庭
理
か
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
長
績
き
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
弘
治
の
治
世
が
終
駕
を
迎
え
る
と
、

そ
の
後
は

親
朝

・
面
召
が
殆
ど
行
わ
れ
な
い
時
代
が
明
末
ま
で
績
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
の
検
討
結
果
を
総
じ
て
言
え
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
英
宗
正
統
一帝が
幼
年
で
即
位
し
て
か
ら
、

三
閣
老
の
強
力
な
補
佐
の
も
と
、

- 18ー

朝
儀
奏
事
に
先
立
ち
奏
疏
の
検
閲
と
面
奏
件
数
制
限
が
行
わ
れ
た
。
輔
臣
た
る
内
閣
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、

奏
疏
の
多
く
が
票
旨
|
|
票
擬
の

手
掛
楓
き
を
踏
ん
で
慮
理
さ
れ
て
い
る
貼
、
内
閣
の
立
場
か
ら
言
え
ば
い
わ
ば
正
常
な
形
態
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
反
面
、
朝
儀
奏
事
が
形
式
的

-
儀
雄
的
な
場
と
化
し
、

君
臣
聞
の
奏
疏
侍
達
過
程
中
へ
の
中
官
介
在
を
許
す
き
っ
か
け
を
興
え
も
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
朝
儀
鹿
弛
の
傾
向

は
以
後
と
ど
め
難
く
、

ま
た
召
封
の
寅
施
も
成
化
以
後
極
度
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
景
泰
朝
や
弘
治
朝
後
期
は
、
組
制
復
奮
へ
の
方
針
・
要
求

が
見
ら
れ
る
時
期
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
全
睦
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、

一
時
的

・
例
外
的
な
動
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お

わ

り

園
初
の
上
奏
文
庭
理
機
構
は
元
制
を
縫
承
し
、
中
書
省
が
全
瞳
を
統
轄
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
皇
帝
親
政
の
理
念
に
基
づ
き
、
洪

武
十

1
十
一
年
に
中
蓄
の
臣
の
闘
興
が
禁
止
さ
れ
た
。

こ
の
前
後
は
政
治
制
度
の
大
改
革
が
進
行
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
て
、

そ
の
文
脈
の
中



に
、
通
達
下
情
の
手
段
た
る
奏
本
制
度
の
整
備
も
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
十
七
年
に
一
腰
の
完
結
を
見
た
が
、
題
本
は
遅
れ
て

洪
武
末
に
登
場
し
た
。
そ
れ
は
専
ら
、
緊
急
の
重
事
な
が
ら
直
ち
に
面
奏
で
き
な
い
場
合
に
削
到
底
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
晩
朝
と
は

そ
の
創
設
時
期
・
意
閏
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
た
め
、
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

題
本
に
は
奏
本
に
比
べ
甚
だ
便
利
な
性
格
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
簡
便
性
、
速
達
性
、
慮
理
の
確
貫
性
に
よ
り
、
規
定
上
の
使
用
範
圏

か
ら
逸
脱
し
て
私
事
に
至
る
ま
で
使
用
す
る
風
潮
を
招
い
た
。
仁
宣
期
に
は
の
お
こ
れ
を
禁
じ
、
規
定
に
従
っ
た
使
用
を
守
ら
せ
よ
う
と
す
る

方
針
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
遅
く
と
も
弘
治
頃
ま
で
に
は
「
公
題
私
奏
」
の
使
用
匝
分
が
一
般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
正
統
か
ら
天
順
に
か
け
て
は
朝
儀
奏
事
の
形
式
化
、
更
に
成
化

1
弘
治
朝
に
は
召
封
の
貫
施
減
少
と
い
っ
た
事
態
が
表
面
化
し
、
理
念
と
貫

態
の
事
離
は
止
め
難
く
進
行
し
た
。
景
泰
朝
や
弘
治
十
年
頃
の
、
組
制
復
曹
の
動
き
は
、
全
瞳
か
ら
見
れ
ば
例
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

本
稿
の
論
詮
を
と
お
し
て
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
獲
化
は
、
明
代
上
奏
文
慮
理
機
構
全
韓
の
中
で
、

- 19一

の
で
あ
る
。

ど

の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

明
代
後
牢
期
に
多
費
し
た
政
治
上
の
問
題
に
は
、
朝
儀
や
上
奏
文
慮
理
に
関
連
す
る
も
の
も
数
多
い
。
嘉
靖
朝
、
高
暦
朝
に
は
長
期
に
亙

っ

て
覗
朝
が
途
絶
え
、
臣
下
は
滅
多
に
皇
一
帝
一
の
顔
を
奔
む
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
と
い
う
。
正
徳
靭
に
は
太
監
劉
瑳
が
、
ま
た
天
啓
朝
に
は
太
監

(η) 

現
忠
賢
が
貫
権
を
掌
握
し
、
史
上
稀
に
見
る
官
官
専
横
の
時
代
が
訪
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
朝
儀
奏
事
の
形
式
化
は
夙
に
正
統
一
帝
即
位
時
に

現
わ
れ
、
上
聞
手
段
の
主
躍
は
口
頭
に
よ
る
も
の
か
ら
文
書
を
用
い
た
も
の
に
移
っ
て

レ
た
の
で
あ
り
、
召
料
到
の
減
少
は
成
化
朝
以
後
問
題
化

し
、
中
官
の
介
在
も
同
じ
く
成
化
朝
に
道
が
聞
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
上
奏
文
の
使
用
扶
況
上
の
襲
化
と
し
て
、
題
本
の
使
用
が
一
層
媛
大
し
、
在
京
街
門
の
み
な
ら
ず
在
外
街
門
に
よ
っ
て
も
使
用
さ
れ

(η
〉

は
じ
め
る
。
が
、

こ
れ
も
早
く
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
、
そ
の
利
便
性
に
よ
る
在
京
街
門
聞
に
お
け
る
多
用
と
同
じ
傾
向
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
後
半
期
に
現
れ
る
上
奏
関
連
の
問
題
は
、
現
れ
方
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
既
に
明
代
前
半
期
に
現
れ
て
い
た
現
象
の
延
長

卸
ち
硯
朝
奏
事
の
形
骸
化
、
面
召
の
減

線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

少、

題
本
の
使
用
範
園
横
大
、

上
奏
文
慮
理
機
構
へ
の
中
官
介
在
、

上
奏
慮
理
の
滞
り
等
は
、
根
本
的
な
解
決
を
見
る
こ
と
な
く
、

本
稿
に
見
て
き
た
上
奏
に
関
連
す
る
諸
問
題
、

降
に
受
け
縫
が
れ
て

い
っ
た
と
言
え
よ
う。

正
徳
朝
以

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
本
論
に
お
い

て
は
殆
ど
言
及
し
得
な
か
っ
た
正
徳
朝
以
後
の
明
代
後
牢
期
と
は
、
こ
う
し
た
諸
問
題
が
常
態
化
し
た

時
期
だ
っ
た
語
で
あ
る
。
む
し
ろ
常
態
化
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
前
半
期
よ
り
具
瞳
的
に
問
題
黙
が
把
握
し
易
い
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た

状
況
の
中
で
現
寅
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
が
現
存
の
明
末
題
奏
本
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、

今
後
に
輿
え
ら
れ
た
課
題
は
、
そ
れ
が
寅
際
に
運
用

さ
れ
た
明
代
後
半
期
の
上
奏
文
慮
理
機
構
、
並
び
に
題
奏
本
自
瞳
の
構
成
な
ど
を
具
瞳
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別

稿
を
用
意
し
た
い
。

註(

1

)

荘
吉
田
技
『
清
代
奏
摺
制
度
』
(
園
立
故
宮
博
物
院
〈
故
宮
叢
刊
甲

種〉
、
蓬
北
、
一
九
八
三
年
)
第
五
章

「奏
本
興
題
本
的
駿
止
」
。

(

2

)

東
洋
史
研
究
禽
編
『
落
正
時
代
の
研
究』

(
同
朋
合
、

京
都
、
一

九

八
六
年
)
所
枚
の
諸
論
文
を
そ
の
嶋
矢
と
す
る
。

(

3

)

論
者
が
参
照
し
た
導
者
に
、
妊
吉
裂
前
掲
書
、
同
『
故
宮
楢
案
述

要
』
(
園
立
故
宮
博
物
院
〈
故
宮
叢
刊
甲
種
〉、
肇
北
、
一
九
七
九
年
)
、

思
士
魁
『
清
代
楢
案
叢
談
』

(紫
禁
城
出
版
社

〈
紫
禁
城
叢
霊
園
〉
、
北

京、

一
九
八
七
年
)
、
例
道
善
『
明
清
楢
案
概
論』

(
四
川
大
泉
出
版

社、

成
都
、

一
九
九

O
年
)
等
が
あ
る
。
ま
た
、
全
て
を
参
照
し
た
謬

で
は
な
い
が
、

一
九
二

O
J八
0
年
代
の
大
陸
の
雑
誌
論
文
が
中
圏
第

一
歴
史
稽
案
館
編
『
明
清
楢
案
論
文
選
編
』
(
稽
案
出
版
社
、

北
京、
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一
九
八
五
年
)
に
多
々
一
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(

4

)

現
存
明
代
上
奏
文
史
料
の
主
な
も
の
を
暴
げ
る
と
、
園
立
中
央
研
究

院
歴
史
語
言
研
究
所
編
『
明
清
史
料
』
甲
J
戊
編

(北
京、

一
九
三

O

J
五
四
年
。
維
新
書
局
、
憂
北
、
一
九
七
二
年
復
刊
)
、
中
圏
第
一
一
歴
史

捲
案
館
縞
『
清
代
指
案
史
料
叢
編
』
第
六
輯
(
中
華
書
局
、
北
京
、
一

九
八
O
年
)
、
遼
寧
省
槍
案
館
等
編
『
明
代
遼
東
橋
案
陛
編
』
(
遼
藩
書

社、

滋
陽
、
一
九
八
五
年
)
、
『
吏
部
考
功
司
勉
稿
』
(
偉
文
図
書
出
版

社
、
菱
北
、
一
九
七
七
年
)
な
ど
。
『
文
献
叢
編
』
(
蓬
湾
園
風
出
版

社
、
望
北
、
一
九
六
四
年
)
や
末
松
保
和
編
『
訓
讃
吏
文
』
ハ
京
城
、

一
九
四
二
年
)
に
も
若
干
載
っ
て
お
り
、
季
刊
の
第
一
一
歴
史
楢
案
館
編

『歴
史
楢
案
』
に
も
稀
に
明
代
楢
案
が
紹
介
さ
れ
る
。
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潟
県
を
参
照
で
き
る
も
の
に
、
李
光
蕎
輯
『
明
清
稽
案
存
員
選
輯

三
集
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
五
年
)
が
あ
る
。
中

圏
第
一
一
歴
史
楢
案
舘
編
『
中
圏
第
一
一
歴
史
檎
案
館
蔵
楢
案
概
述
』
(
楢

案
出
版
社
、
一
九
八
五
年
〉
や
侃
道
善
前
掲
書
な
ど
に
依
る
と
、
内
閣

大
庫
に
貯
磁
さ
れ
て
い
た
も
の
で
三
千
数
百
件
程
度
と
云
わ
れ
る
。

(

5

)

註
(

4

)

前
掲
の
史
料
集
の
う
ち
、
特
に
『
明
清
史
料
』
、
『
明
代
遼

東
楢
案
匿
編
』
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
明
末
兵
事
の
研
究
に
不
可
飲
の

材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

(

6

)

羅
輝
映
「
明
代
文
書
制
度
初
探
」
(
『
四
川
大
察
事
報
叢
刊
』
第
三

O

輯
〈
稽
案
皐
論
叢
〉、
一
九
八
六
年
)
、
ω己
曲
目
出
・「

者
ロ

(
奥
秀
良
〉
-

E
斗

2
5目
白
色
。
ロ

oh
玄
E
m
言
。
自
己

E
曲
目
仏
任
。
何
〈
o
-
E
5ロ

。
同
任
命
寸

gロ曲目
z
a
g
z
a君。『
F
5
2
1
5N吋¥・

叫4
u

。
S

旬、
8
・

〈

o--E-zs・品目
l
印・

5
8・
3
・
S
印l
l
N
∞
吋
な
ど
。
事
論
で
は
な

い
が
、
前
掲
の
荘
士
ロ
費
、
車
土
魁
、
侃
這
善
等
で
も
燭
れ
て
い
る
。

(

7

)

山
本
隆
義
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
(
同
朋
合
、
京
都
、
一
九
六

八
年
三
ま
た
王
其
祭
『
明
代
内
閣
制
度
史
』
(
中
華
書
局
、
北
京
、
一

九
八
九
年
)
、
蘇
向
嫡
『
明
史
偶
筆
』
(
蔓
湾
一
商
務
印
書
館
〈
人
人
文
庫
〉
、

華
北
、
一
九
七

O
年
)
。
論
文
で
は
張
治
安
「
明
代
内
閣
的
票
擬
」

(
『
園
立
政
治
大
皐
皐
報
』
二
四
、
一
九
七
一
年
)
、
実
績
華
「
明
仁
宣

時
内
閣
制
度
之
繁
輿
宣
官
傷
越
相
権
之
禍
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
集
刊
』
=
二
、
一
九
六

O
年
〉
等
を
参
照
す
る
を
得
た
。

(

8

)

谷
井
俊
仁
「
改
票
考
」
『
史
林
』
七
一
一
一
|
五
、
一
九
九

O
年。

(
9
〉
皇
太
子
が
園
政
に
練
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
園
初
の

一
例
を

事
げ
て
お
く
。
『
明
太
租
貧
録
』
巻

一一一二、

洪
武
十
年
六
月
丙
寅
、

「
命
翠
臣
、
自
今
大
小
政
事
、
皆
先
啓
皇
太
子
庭
分
、
而
後
奏
問
。
上

謂
皇
太
子
目
、
:
:
:
故
吾
特
命
爾
、
日
臨
翠
臣
、
聴
断
諸
司
啓
事
、
以

練
習
園
政
、
:
・・
」
ま
た
学
年
後
、
李
善
長
等
に
射
し
次
の
よ
う
に
識

し
て
い
る
。
『
明
太
極
貫
録
』
巻
一
一
六
、
同
年
十
二
月
丙
午
、
「
:

・
:
前
者
、
令
皇
太
子
射
聴
朝
臣
麿
事
、
欲
其
練
習
園
政
、
恐
聴
覚
之

際
、
慮
置
或
有
未
賞
。
自
今
諸
司
政
事
啓
子
東
宮
者
、
卿
等
二
三
大
臣

更
篤
参
決
可
否
、
然
後
奏
問
。
」
こ
れ
は
余
縫
登
撲
『
典
故
紀
聞
』
巻

三
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
皇
帝
と
皇
太
子
の
一
種
の
役
割
分
猪
を
一
意
図

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
明
太
租
賓
訓
』
巻
二
「
数
太
子
諸

王
」
に
「
洪
武
六
年
九
月
乙
卯
、
命
諸
司
、
今
後
常
事
啓
皇
太
子
、
重

事
乃
許
奏
開
。
」
と
あ
る
。

(
日
山
)
史
料
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
「
啓
本
」
を
「
副
本
」
と
祷
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
同
じ
く
「
副
本
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
あ

っ
た
後
代
の
「
掲
帖
」
と
は
別
物
で
あ
る
。
後
者
は
皇
一
帝
の
省
質
に
便

な
ら
し
む
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
。

(
日
)
羅
輝
映
、
註
(

6

)

前
掲
論
文
。

(
ロ
)
高
暦
重
修
「
大
明
曾
奥
』
(
以
後
、
『
高
暦
曾
典
』
と
略
稽
)
品
位
七

六
、
捜
部
三
四
、
儀
制
清
吏
司
、
「
奏
啓
題
本
格
式
」
。

(
日
)

『皇
明
租
訓
録
』
は
洪
武
六
年
壬
寅
朔
に
成
り
(
『明
太
極
貧
録
』
巻

八
二
)
、
九
年
正
月
笑
未
に
更
定
が
命
じ
ら
れ
た
(
『
同
前
』
巻
一

O

三
)
。
ま
た
諸
司
へ
の
頒
布
は
二
十
八
年
九
月
庚
氏
(
『同
前
』
各
二
四

二
、
『
由
孟明
租
訓
』
と
し
て
重
訂
さ
れ
た
の
が
同
年
間
九
月
庚
寅

(『同
前
』
巻
二
四
二
)
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
責
彰
健
「
論
皇
明
租
訓
録

頒
行
年
代
並
論
明
初
封
建
諸
王
制
度
」
(
『中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
』
一
一
一
一
一
、
一
九
六
一
年
)
に
よ
り
、
北
卒
図
書
館
蔵
明
紗
本

『
皇
明
租
訓
録
』
の
頒
行
が
洪
武
十
四
年
中
(貫
録
不
載
)
で
あ
る
こ

- 21ー
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と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
論
者
が
参
照
し
た

『明
朝
開
園
文
献
』
所

枚
本
が
そ
れ
と
同
一
か
ど
う
か
は
今
の
と
こ
ろ
未
確
認
で
あ
る
。
従
っ

て
割
註
の
附
せ
ら
れ
た
時
期
も
不
明
で
、
本
論
に
引
用
し
た
中
書
省
関

輿
批
剣
の
時
期
確
定
も
避
け
て
お
き
た
い
。

「
御
前
に
直
至
し
、
開
奏

す
」
云
々
と
の
文
言
か
ら
、
木
論
引
用
部
分
は
面
奏
に
つ
い
て
の
言
及

と
も
と
れ
る
が
、
明
初
に
は
朝
儀
面
奏
と
奏
疏
上
呈
の
開
に
密
接
な
関

係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

こ
こ
で
は
特
に
雨
者
を
区
別
し
て

論
じ
な
い
。

(
M
)

『
明
史
』
巻
三
O
八
、
好
臣
停
、
胡
惟
庸
に
「
:
;
・
内
外
諸
司
上
封

事
、
必
先
取
閥
、
害
己
者
、
相
匿
不
以
開
。
:
:
:
」
と
言
う
。

(
日
)
間
前
註
、
胡
惟
庸
俸
に
、
「
洪
武
三
年
拝
中
書
省
参
知
政
事
。
己、

代
在
康
洋
魚
左
丞
。
六
年
正
月
、

右
丞
相
康
洋
左
遜
庚
東
行
省
参
政
。

帯
難
其
人
、
久
不
置
相
、
惟
庸
濁
専
省
事
。
七
月
奔
右
丞
相
。
久
之
、

進
左
丞
相
、
復
以
康
洋
信
用
右
丞
相
。
」

と
あ
る
。
胡
惟
庸
は
洪
武
三
年

に伺
僚
懇
が
談
せ
ら
れ
て
よ
り
皇
一
帝
の
穏
を
得
た
と
さ
れ
る
が
、
同
年
以

降
十
三
年
の
諌
死
に
至
る
ま
で
、
中
書
の
臣
で
あ
り
つ

e

つ
け
た
。
文
書

倹
闘
が
こ
の
閲
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
日
)

元
代
の
行
政
文
書
一
般
に
関
し
て
は
、
『
元
典
章
』
の
文
書
を
材
料

と
し
た
田
中
謙
二

コ冗
典
章
文
書
の
構
成
」
(
『東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一

l

四
、
一
九
六
五
年
)
を
参
照
。

(
口
)
阪
倉
篤
秀
「
明
初
中
書
省
の
出
現
遜
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

一一一
六
|
一
、

一
九
七
七
年
)
。

(
川
崎
)
『
明
太
祖
貫
録
』
巻
一
一

一二、

洪
武
十
年
六
月
丁
巳
、
「
上
議
中
書

省
臣
目
、
清
明
之
朝
、
耳
目
外
通
。
昏
暗
之
世
、
聴
明
内
蔽
。
外
通
則

下
無
翠
遇
、
内
蔽
則
上
如
襲
瞥
。
園
家
治
否
、
賓
関
子
此
。
朕
常
患
下

情
不
能
上
達
、
得
失
無
由
以
知
。
故
庚
言
路
、
以
求
直
言
、
其
有
言

者
、
朕
皆
虚
心
以
納
之
、

山
間
服
微
賎
之
人
敢
言
而
不
得
言
、
疎
遠
之
士

欲
言
而
恐
不
信
、
如
此
則
所
知
有
限
、
所
開
不
庚
。
其
令
天
下
臣
民
凡

言
事
者
、
質
封
直
遼
朕
前
。
」

(川口)

『
明
太
租
貫
録
』
径

一
一
七
、

洪
武
十
一
年
一一
一
月
壬
午
、

「
上
謂
躍

部
臣
目
、
『
周
書
』
有
言
『
人
無
於
水
監
、
首
於
民
監
。
』
人
君
深
居

濁
庭
、
能
明
見
高
里
者
、
良
由
粂
礎
庚
路
、
以
遠
民
情
。
胡
元
之
世
、

政
専
中
醤
、
凡
事
必
先
関
報
、
然
後
奏
閥
、
其
君
叉
多
昏
蔽
、
是
致
民

情
不
通
、
尋
至
大
鋭
、
深
可
震
戒
。

大
抵
民
情
幽
際
、
弊
難
畢
達
、
有

忽
而
不
究
、
上
下
離
合
之
機
係
鷲
、
甚
可
畏
也
。
所
以
古
人
遁
耳
目
於

外
、
監
得
失
於
民
、
有
見
於
此
失
。
爾
捜
部
其
定
奏
式
、
申
明
天
下
。」

ま
た

『
典
故
紀
聞
』
巻
三
に
同
識
を
引
用
す
る。

(
幼
)
鄭
暁
撰
『
皇
明
吾
問
問
干
編
』
、
百
官
述
上
、
中
書
省
の
項
、
「
(
洪
武
)

十
一
年
、
禁
六
部
奏
事
、
不
得
関
白
中
書
省
・
・
」
ま
た
夏
獲
撰
『
明

一通
鑑
』
巻
六
も
こ
の
見
解
を
採
る
。
阪
倉
氏
は
註
(
口
)
所
掲
論
文
八
二

頁
に
て
こ
の
解
穫
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
幻
)
な
お
、
こ
の
時
の
識
に
射
す
る
躍
部
の
答
申
は
『
明
大
租
貫
録
』
中

で
は
確
認
で
き
ず
、
上
奏
文
格
式
が
改
め
て
制
定
さ
れ
た
か
否
か
、
ま

た
制
定
さ
れ
た
と
し
た
ら
何
時
い
か
な
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の

か
は

一
切
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
洪
武
十
年
七
月
甲
申
、
遇
政
司
が
設

置
さ
れ
て
い
る
(『
明
太
租
貫
録
』
巻
一

二
ニ
)
が
、

こ
れ
も
こ

の
時

期
の
奏
疏
上
達
機
構
整
備
の

一
環
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)

『
明
太
租
質
録
』
巻
一
四
三
。

(
幻
)

『
明
太
租
貫
録
』
巻
一

五
九
、

洪
武
十
七
年
二
月
己
丑
、

諸
司
文
移
紙
式
。
:::」

- 22-
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(
担
〉
同
前
註
。
こ
の
関
、
洪
武
十
四
年
七
月
乙
酉
に
「
準
賀
表
築
躍
儀
」

が
重
定
さ
れ
て
い
る
(『明
太
租
貫
録
』
巻
一
一
一
一
八
)
が
、
こ
れ
は
常

朝
の
儀
に
伴
う
上
奏
と
は
別
。

元
代
末
期
、
各
街
門
で
の
上
奏
文
作
成
に
際
し
て
は
、
そ
の
技
術
に

習
熟
し
た
古
参
脅
吏
の
力
に
頼
る
所
が
大
き
く
、
様
々
な
弊
害
を
生
じ

て
い
た
と
い
う
。
明
初
も
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
朕
況
に
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
洪
武
十
二
年
八
月
の
「
案
膿
減
繁
式
」
制
定
・
頒
示
の
事
情
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。
「
初
、
元
末
官

府
、
文
移
案
腐
最
盛
同
繁
冗
。
吏
非
積
歳
、
莫
能
通
暁
。
欲
習
其
業
、
必

以
故
吏
篤
師
。
凡
案
願
出
入
、
惟
故
吏
之
言
是
襲
、
毎
曹
自
正
吏
外
、

主
之
者
臼
主
文
、
附
之
者
日
貼
書

・
日
小
書
、
生
品
副
文
繁
詞
、
多
鴛
姦

利
。
園
初
、
猶
未
霊
草
。
至
是
、
吏
有
以
成
案
進
者
、
上
覧
而
厭
之
、

田
繁
冗
如
此
、
吏
鷲
得
不
盛
岡
姦
弊
而
害
民
也
。
命
廷
臣
議
滅
其
繁
文
、

著
篤
定
式
、
鍍
版
頒
之
、
停
諸
司
遷
守
。
」
(『
明
大
租
貫
録
』
巻
一
二

六
、
洪
武
十
二
年
八
月
戊
寅
)

(
お
)
本
書
の
頒
行
時
期
は
不
詳
。
『
皇
明
制
書
』
所
枚
。
『
正
徳
舎
典
』

巻
七
五
、
礎
部
三
四
、
儀
制
清
吏
司
「
奏
啓
本
格
式
」
、

『蔦
暦
曾
奥
』

巻
七
六
、
「
奏
啓
題
本
格
式
」
等
は
こ
の
格
式
に
依
る
。

(
お
)
『
首
問
暦
舎
典
』
巻
七
六
、
「
奏
啓
題
本
格
式
」
で
は
、
「
園
初
定

制
、
臣
民
具
疏
上
於
朝
廷
者
篤
奏
本
、
東
宮
者
信
用
略
本
。
・
:
:
後
以
在

京
諸
司
奏
本
不
便
、
凡
公
事
用
題
本
。
:
:
・」
と
記
す
の
み
で
、
題
本

使
用
開
始
の
時
期
を
明
記
し
な
い
。
既
に
『
正
徳
舎
典
』
巻
七
五
の

「奏
啓
本
格
式
」
に
も
同
様
の
記
事
が
見
え
る
た
め
、
遅
く
と
も
正
徳

年
閉
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
の
は
確
寅
で
あ
る
。

洪
武
十
五
年
に
題
本
が
始
め
ら
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
例
え
ば
軍
士

魁
、
註
(
3
〉
前
掲
書
「
故
宮
楢
案
」
の
「
具
有
代
表
性
的
題
木
和
奏

摺
」
の
項
(
九
頁
)
に
見
え
る
。

(
幻
〉
『
寓
暦
舎
典
』
巻
四
四
、
抽
服
部
二
、
儀
制
清
吏
司
、
朝
儀
、
「
諸
司

奏
事
儀
」
に
、
「
:
:
:
凡
奏
啓
事
目
、
洪
武
二
十
八
年
定
。
五
軍
都
督

府
合
奏
啓
、
軍
情
・
機
密
・
:
・
・
」
と
あ
る
。
後
に
述
べ
る
、
園
初
題

本
の
事
自
た
る
べ
き
「
軍
情
・
機
密
」
は
、
奏
本
事
自
に
含
ま
れ
た
ま

主
で
あ
る
。

(
お
)
『
明
仁
宗
寅
録
』
巻
三
上
、
永
繁
二
十
二
年
十
月
庚
氏
。
ま
た
、

『
明
仁
宗
賓
訓
』
巻
二
、
「
革
弊
」
。
『
蔦
暦
曾
典
』
巻
七
六
、
「
奏

啓
題
本
格
式
」
に
も
節
略
し
て
載
せ
る
。
「
上
議
鴻
腿
寺
臣
目
、
故

事
、
覗
朝
後
諸
司
有
急
切
機
務
不
得
面
陳
者
、
許
具
題
本
於
宮
門
投

進
、
実
得
速
達
。
今
訴
私
事
写
私
恩
者
、
亦
進
題
本
、
掩
姦
欺
衆
、
以

圏
傍
倖
、
擾
法
飢
政
、
莫
甚
於
斯
。
今
後
惟
警
急
機
務
不
得
即
面
陳

者
、
許
封
進
題
本
、
其
徐
大
小
公
私
之
事
、
並
令
公
朝
陳
奏
。
達
者
論

以
重
罪
、
の
令
三
法
司
知
之
。
」

(
ぬ
)
『
高
磨
舎
典
』
巻
四
四
、
朝
儀
、
「
常
朝
御
殿
儀
」
。
後
代
の
編
纂
史

料
、
例
え
ば
孫
承
津
『
春
明
夢
徐
録
』
巻
七
「
正
殿
」
、
各
八
「
御

門
」
、
『
明
内
廷
規
制
考
』
巻
二
「
朝
制
」
は
い
ず
れ
も
門
儀
し
か
載

せ
ず
、
殿
儀
は
見
え
な
い
。

(
却
)
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
題
奏
本
は
普
通
、
在
外
官
員
か
ら
は
通
政

使
司
を
通
じ
、
在
京
官
員
か
ら
は
禽
極
門
を
通
じ
て
宮
中
に
入
遮
さ
れ

た
。
陸
容
撰
『
寂
園
雑
記
』
巻
九
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
上
奏
文
は
全
て

御
前
に
て
開
訴
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
『
通
政
司
職
掌』

に

は
在
外
封
事
は
通
政
司
の
公
膜
で
開
訴
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
類
奏
す

る
と
あ
る
。
事
賞
、
洪
照
一
帝
即
位
時
、
四
方
か
ら
の
奏
疏
が
全
て
は
上
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呈
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
通
政
司
官
が
叱
責
さ
れ
て
お
り
(
註
(
必
)
参

照
)
、
遇
政
司
で
上
塁
前
に
開
訴
し
、
あ
る
種
の
分
類
作
業
が
行
わ
れ

て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
遇
政
司
上
皇
の
類
奏
そ
れ
自
僅
が

一
通
の
上
奏
文
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
事
を
明
示
し
て
お
り
、
『
寂

国
雑
記
』
前
掲
記
事
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

(
但
)

『
明
太
租
貸
銭
』
巻
二
四
七
、
洪
武
二
十
九
年
十
月
了
酉
。
「
詔
定

各
司
奏
事
次
第
。
礎
部
舎
議
、
:
・
;
凡
晩
朝
、
唯
遇
政
使
司
・
六
科
給

事
中

・
守
術
官
奏
事
。
其
各
街
門
有
軍
情
重
事
者
許
奏
。
徐
皆
不
許
。

詔
従
之
。
」

(
幻
)
『
蔦
暦
曾
典
』
巻
四
四
、
朝
儀
、
「
諸
司
奏
事
儀
」。

(
お
)

『
明
太
宗
賢
訓
』
各
て
「
勤
政
」
、
永
祭
四
年
正
月
丙
辰
。
ま
た
、

『典
故
紀
聞
』
巻
六
。
な
お
、
唐
時
よ
り
、
「
従
容
」
は
臣
下
と
の
奏

針
を
、
ま
た
「
委
曲
」
は
特
に
機
密
文
書
に
つ
い
て
の
奏
封
を
指
す

(
子
恨
行
撰
『
穀
山
筆
勝広

巻
一

「制
典
下
」
)
。

(
鈍
)
な
お
、
こ
れ
と
程
遠
か
ら
ぬ
永
祭
六
年
の
奏
准
が
『
蔦
暦
曾
典
』
各

四
四
、
朝
儀
、
「
百
{
目
朝
見
儀
|
出
入
等
儀
附
」
に
絞
る
。
「
永
祭

六
年
奏
准
。
在
外
軍
民
官
司
及
:
・
:
、
弁
各
術
所
等
街
門
公
差
人
等
、

到
京
、
除
例
該
引
見
者
照
欝
外
、
其
不
在
常
例
者
倶
赴
鴻
脳
寺
報
名
。

謝
恩

・
見
僻
、
本
寺
将
各
人
姓
名
附
簿
、
の
符
各
起
線
数
毎
日
早
男
具

題
本
進
呈
、
及
引
各
人
子
承
天
門
外
行
叩
頭
躍
。

(
割
註
)
今
在
午
門

前
行
躍
。
」
謝
恩

・
見
僻
を
行
う
官
は
鴻
腕
寺
に
登
録
し
、
鴻
胞
寺
が

そ
れ
を
ま
と
め
て
題
木
を
兵
し
て
進
呈
さ
せ
た
と
い
う
が
、
今
ま
で
検

討
し
て
き
た
洪
武
三
十
年
、
永
繁
二
十
二
年
の
記
事
に
見
え
る
「
題

奏
」
や
「
題
本
」
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
鴻
蹴
寺
の
「
題
本
」
は
、
恐
ら
く
文
字
通
り
謝
恩
・
見
僻
を
行
う

官
の
人
名
や
そ
の
理
由
等
の
題
目
を
翠
げ
た
上
奏
文
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
今
は
詳
ら
か
に
し
難
い
。

(
お
)
沈
徳
符
撰
『
世
間
暦
野
獲
編
』
巻
二

O
、
京
職
、
「
章
奏
異
名
」

に

「
今
本
章
名
色
、
昼
間
公
事
則
日
題
本
、
震
他
事
則
自
奏
本
。
:
:
:
」
と

、u
，h
J

。

(
日
刊
)
註
(
お
)
所
引
『
高
暦
舎
典
』
巻
七
六
「
奏
啓
題
本
格
式
」
。

(
幻
)
葉
盛
撰
『
水
東
日
記
』
を
一

O
「
奏
本
・
題
本
」
、
「
園
朝
之
制
、

臣
民
奏
事
稽
奏
本
。
後
以
奏
本
用
長
紙
、
字
讃
必
依
『
洪
武
正
韻
』
、

叉
用
計
字
数
於
後
、
舎
鄭
重
而
従
簡
便
、
改
用
題
本
則
不
然
失
。
然
題

本
多
在
内
街
門
公
事
、
若
在
外
弁
自
陳
己
事
、
則
の
用
奏
本
、
東
駕
則

稽
啓
本
。
宣
廟
毎
呼
本
震
「
抹
子
」
、
嘗
見
停
旨
中
云
然
。
」

(
お
)
一
定
期
間
内
に
お
け
る
上
奏
文
の
総
数
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の

か。

ω己
白
印
国
・
円
、
.
者
己
前
掲
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
明
太
租
貫
録
』
各

一
六
五
、

洪
武
十
七
年
九
月
己
未
に
、
「
給
事
中

張
文
輔
言
、
自
九
月
十
四
日
至
二
十

一
日
八
日
之
閥
、
内
外
諸
司
奏
劉

凡
一
千
六
百
六
十
、
計
三
千
三
百
九
十
一

事。

上
議
廷
臣
日
、
朕
代
天

理
物
、
目
線
官
問
機
、
安
敢
偉
魁
目
。
但
族
一
人
庭
此
多
務
、
宣
能
一
一
周

循
。
有
致
事
有
失
宜
、
宣
惟

一
民
之
害
時
柑
震
天
下
之
害
、
量
惟
一

人
之

憂
賂
震
四
海
之
憂
。
卿
等
能
各
動
販
職
、
則
庶
事
未
有
不
理
。
」
と
言

い
、
同
年
二
月
の
奏
本
格
式
制
定
か
ら
程
無
い
時
期
に
、
八
日
開
で
文

書
総
数

一
六
六

O
、
案
件
数
三
一一一九一

を
数
え
た
と
い
う
。

『春
明
夢

除
録
』
巻
二
五

「
六
科
」
で
は
、

「此
六
科
稽
査
鋭
件
、
封
駁
重
奏
之

例
也
。
」
と
し
て
同
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。

(
ぬ
)
『
典
故
紀
聞
』
径
一
、
t
七
に
は
、
洪
武
・
永
繁
雨
帯
が
遁
逮
下
情
の

徹
底
を
頻
繁
に
命
じ
て
い
る
綾
子
が
描
寓
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
爾
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帯
の
姿
勢
を
よ
く
示
し
て
い
る
記
事
を
各
一
例
ず
つ
だ
け
翠
げ
て
お

く
。
巻
四
、
「
太
租
謂
侍
臣
目
、
朕
夙
輿
覗
朝
、
日
高
始
退
。
至
午
復

出
迫
暮
乃
退
。
日
開
所
決
事
務
、
僅
歎
坐
審
思
、
有
未
嘗
者
、
錐
中
夜

不
可
媒
、
第
慮
停
嘗
、
然
後
就
寝
。
侍
臣
封
回
、
陛
下
馳
精
園
治
、
天

下
蒼
生
之
一
晴
、
但
聖
鐙
過
酷
刀
。
太
粗
目
、
吾
輩
好
努
而
悪
安
。
顧
自
古

園
家
来
有
不
以
勤
而
輿
以
怠
而
表
者
、
天
命
去
留
、
人
心
向
背
、
皆
決

於
是
。
甚
可
畏
也
。
安
能
暇
逸
。
」
ま
た
巻
七
、
「
成
租
輿
翠
臣
論
政

事
、
毎
至
坐
久
。
或
言
、
語
多
傷
気
、
非
調
養
之
道
、
嘗
務
関
歎
矯

貴
。
成
租
目
、
人
君
国
貴
簡
歎
、
但
天
下
之
大
、
民
之
休
戚
、
事
之
利

害
、
必
庚
詞
博
訪
然
貨
得
之
、
非
好
多
言
也
、
不
如
是
不
足
以
護
霊

情
。
」
徐
り
に
理
想
化
さ
れ
た
描
潟
の
感
は
あ
る
が
、
現
朝
・
奏
疏
庭

理
・
面
議
を
重
視
し
て
い
た
姿
勢
は
十
分
見
て
取
れ
る
。
註
(
叩
ぬ
)
所
引

『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
六
五
(
洪
武
十
七
年
九
月
己
未
〉
の
洪
武
帯
の

廷
臣
に
削
到
す
る
言
僻
、
ま
た
註
(
臼
〉
所
引
『
明
英
宗
貫
録
』
巻
一

O
五

(
正
統
八
年
六
月
丁
亥
)
の
、
太
租
・
太
宗
を
理
想
例
と
し
て
翠
げ
た

劉
球
の
疏
言
等
か
ら
も
同
様
に
指
摘
で
き
よ
う
。

(ω)
『
典
故
紀
開
』
巻
九
、
「
宣
宗
問
、
府
軍
後
衛
有
題
進
本
、
夜
遅
至

北
中
門
、
守
衛
不
肯
鱒
迷
。
因
謂
錦
衣
衛
官
目
、
租
宗
成
法
、
朝
罷
外

延
有
事
急
奏
者
、
不
問
長
夜
即
具
本
進
、
守
門
者
即
信
用
上
達
。
所
以
遁

警
急
、
紹
潅
蔽
。
今
敢
若
此
、
不
可
寛
貸
。
其
執
付
法
司
罪
之
。
」

(

H

U

)

『
水
東
日
記
』
巻
一

O
「
奏
本
・
題
本
」
、
註
(
幻
)
所
掲
記
事
に
よ

る。

ハ
必
)
『
典
故
紀
聞
』
巻
七
、
「
遁
政
司
所
受
四
方
奏
疏
、
凡
非
重
務
悉
不

以
閥
、
径
迭
六
科
。
成
租
知
之
、
召
参
議
賀
銀
等
、
責
目
、
設
遁
政
司

所
以
決
墾
蔽
遼
下
情
、
今
四
方
言
事
、
朕
不
得
悉
閥
、
則
是
無
逼
政
司

突
。
族
主
天
下
、
欲
周
知
民
情
、
雄
細
微
事
不
敢
忽
。
蓋
上
下
交
則

泰
、
不
交
則
否
。
自
古
昏
君
其
不
知
民
事
者
多
至
亡
圏
、
爾
欲
族
教
之

乎
。
自
今
宜
深
懲
前
過
、
九
書
奏
閥
民
休
戚
者
、
雌
小
事
必
聞
、
朕
於

聴
受
不
厭
倦
也
。
」

ハ
川
田
)
例
え
ば
『
明
仁
宗
貧
録
』
巻
一
一
一
上
、
永
袋
二
十
二
年
十
月
戊
申
、

「
通
政
使
司
請
以
四
方
雨
津
章
奏
額
迭
給
事
中
牧
貯
。
上
回
、
租
宗
所

以
令
天
下
奏
雨
津
者
、
蓋
欲
前
知
水
皐
、
以
施
柳
民
之
政
、
此
良
法
美

意
。
今
州
豚
雨
津
章
奏
乃
積
於
遇
政
司
、
上
之
人
何
由
知
。
叉
欲
迭
給

事
中
枚
貯
、
是
欲
上
之
人
移
不
知
也
。
如
此
徒
勢
州
豚
何
魚
。
自
今
四

方
所
奏
雨
津
至
即
封
進
、
朕
親
閲
Z-m
。
:
・
・
」
『
典
故
紀
聞
』
各
八
は

こ
れ
を
引
き
、
「
四
方
奏
報
雨
津
章
疏
、
奮
皆
貯
遁
政
司
。
」
と
言
う
。

(
必
)
『
典
故
紀
開
』
巻
九
に
「
遇
政
司
進
各
庭
雨
淳
奏
本
、
宣
宗
謂
侍
医

目
、
租
宗
愛
民
之
心
保
民
之
道
、
於
斯
可
見
。
前
世
人
主
、
有
民
之
休

答
貌
不
問
者
、
量
是
久
安
長
治
之
道
。
我
園
家
白
太
租
皇
帝
令
天
下
有

司
月
奏
雨
淳
、
世
世
相
承
潟
成
憲
、
裁
之
塑
像
、
民
之
休
威
、
廃
不
可

周
知
、
其
慮
深
失
。
此
奏
不
知
何
時
途
援
。
」
と
あ
る
。
勿
論
、
雨
揮
伴

奏
疏
と
て
註
ハ
幻
)
所
掲
『
寓
暦
曾
典
』
巻
四
四
所
牧
「
奏
啓
事
目
」
に

あ
る
と
お
り
、
規
定
上
は
依
然
上
聞
を
必
す
る
事
項
だ
っ
た
が
、
賓
際

上
は
消
滅
の
傾
向
に
有
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
必
)
『
典
故
紀
聞
』
巻
一
一
一
に
「
奮
制
、
凡
停
奉
聖
旨
諸
司
奉
行
者
、
以

所
得
旨
意
具
本
覆
奏
迭
科
、
惟
光
線
寺
但
附
録
文
簿
。
:
:
:
」
と
書

す
。
光
糠
寺
の
み
帳
簿
に
記
録
し
て
お
く
だ
け
で
良
か
っ
た
。
正
統
朝

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
光
藤
寺
臣
の
奈
亨
が
王
振
に
私
柚
脱
し
て
「
奉

旨
」
と
詐
稽
し
た
と
い
う
事
件
が
起
き
、
法
司
よ
り
こ
の
特
例
を
罷
め

る
べ
く
提
議
さ
れ
た
が
、
光
藤
寺
側
は
職
務
の
特
殊
性
か
ら
中
旨
底
分
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が
日
々
十
件
徐
り
あ
っ
て
逐
一
覆
奏
す
る
の
は
非
能
率
且
つ
煩
演
に
過

ぎ
る
と
反
論
、
結
果
的
に
従
来
通
り
の
特
例
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

(
必
)
『
典
故
紀
閲
』
巻
八
、
「
内
官
馬
験
停
旨
、
議
翰
林
院
、
書
救
付
駅

復
往
交
陛
間
続
金
銀
珠
香
。
本
院
官
桜
奏
、
仁
宗
正
色
目
、
股
安
得
有

此
言
。
卿
等
不
問
渠
前
在
交
祉
茶
毒
軍
民
乎
。
交
陛
自
此
人
蹄
、
一
方

如
解
倒
懸
、
今
叉
可
遺
耶
。
選
之
非
濁
詔
書
不
信
、
終
壊
大
事
。
此
人

近
在
内
閲
百
方
請
求
、
左
右
震
言
再
往
嘗
有
利
於
園
、
朕
悉
不
答
。
卿

等
宜
識
朕
-意。

乃
止
。
」

(
幻
)
『
典
故
紀
関
』
巻
九
、
「
宣
徳
時
、
有
中
官
奉
旨
惇
之
六
科
、
純
令

径
行
諸
司
、
宣
宗
閲
之
、
創
下
法
司
治
、
因
議
給
事
中
日
、
爾
官
近

侍
、
職
在
記
注
、

九
朕
一
言

一
令
、
或
令
内
使
俸
出
者
、
爾
嘗
備
録
覆

奏
、
再
得
旨
而
後
可
行
、
庶
抽
出
関
防
欺
弊
、
不
然
必
有
詐
儒
者
。
爾
等

自
今
悩
謹
乃
職
、
不
許
依
阿
随
附
。
」
同
巻
に
「
宣
宗
嘗
議
吏
部

・
兵
部

臣
目
、
今
後
凡
中
官
侍
旨
、
除
授
官
員
、
不
問
職
之
大
小
有
救
無
救
、

但
要
覆
奏
明
白
、
然
後
施
行
。
」
と
い
う
記
事
も
見
え
る
。
巻
一

O
に

も
、
中
官
が
有
罪
人
被
克
の
惇
旨
が
降
っ
た
場
合
、

覆
奏
し
て
か
ら
行

え
と
六
科
給
事
中
に
射
し
命
じ
た
宣
宗
の
語
が
載
る
。

(
泊
四
)
な
お
、
惇
旨
に
は
朱
{
子
の
も
の
と
墨
字
の
も
の
の
二
種
類
が
あ
っ
た

ら
し
い
。
鄭
瞬
『
今
言
』
巻
一
に
「
朱
字
惇
帖
者
、
奉
天
門
朝
罷
駕

興
、
司
櫨
E
瑠
持
下
丹
陛
、
呼
該
街
門
官
奥
之
。
失
日
早
朝
、
一
該
街
門

官
具
奏
本
御
前
、
奏
云
『
閣
時
奉
事
理
補
奏
本
』
。
鴻
艦
寺
官
接
濯
、
司

種
小
稽
進
覧
。
感
一字
開
閉
帖
則
出
自
順
門
、
付
該
街
門
奏
行
、
不
復
面

織
。
若
事
未
穂
、
便
須
執
奏
者
、
因
不
問
朱
墨
也
。
」
と
あ
る
。
朱
字

の
も
の
は
奉
天
門
早
朝
の
儀
に
て
、
国
型
一字
の
も
の
は
曾
極
門
(
左
順

門
)
に
て
出
入
さ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
っ
た
。

(
ω
)

山
本
前
掲
書
四
八
三
頁
。
ま
た
、
王
其
集
前
掲
書
八
三
J
八
八
頁
、

蘇
同
痢
前
掲
書
一
八

l
二
O
頁。

(
ぬ
)
王
鋳
撰
『
寓
困
雑
記
』
巻
て
「
早
朝
奏
事
」
、
「
白
太
租
・
太
宗

列
聖
臨
朝
、
毎
至
日
鼎
食
不
這
暇
、
惟
欲
達
四
聴
、
以
来
天
下
之
言
。

英
宗
以
幼
沖
即
位
、
三
閣
老
揚
策
等
慮
聖
位
易
倦
、
因
創
権
制
。
毎

一

早
朝
、
止
許
言
事
八
件
、
前
一
日
先
以
副
封
詣
閣
下
、
務
以
各
事
庭
分

陳
上
。
遇
奏
、

止
依
所
陳
停
旨
而
己
。
英
宗
銑
壮
、
三
臣
縫
卒
、
無
人

敢
言
復
租
宗
之
奮
者
、
迄
今
遂
篤
定
制
。
」

(
日
)
山
本
前
掲
書
四
八
四
頁
。

(
臼
)
『
明
英
宗
貫
録
』
巻
一

O
五
、
正
統
八
年
六
月
丁
亥
、
「
翰
林
院
侍

議
劉
球
下
獄
死
。
球
上
疏
言
、
・
・
・
臣
籍
以
震
、
今
日
傭
省
之
蛍
先

者
、
其
事
有
十
。
:
:
二
、
親
政
務
、
以
総
擢
綱
。
夫
政
自
己
出
、
則

権
不
下
移
。
故
太
租
・
太
宗
毎
早
朝
罷
及
午
晩
二
朝
、
必
準
大
臣
於
順

門
或
便
殿
、
親
輿
裁
決
庶
政
。
或
事
有
疑
、
則
召
掌
機
務
之
臣
一
商
一
確

之
、
而
自
折
其
衷
、
所
以
権
鯖
於
上
。
皇
上
臨
御
九
年
、
事
韓
日
熟
。

願
守
二
聖
之
成
規
、
復
親
決
之
故
事
、
則
政
権
鯖
於
一
笑
。
:
:
」
こ

の
疏
が
原
因
で
球
は
錦
衣
獄
に
下
さ
れ
、
刑
死
し
た
。
『
明
経
世
文

編
』
巻
一
一
一
一
「
劉
忠
懸
公
奏
疏
」
に
も
「
修
省
十
事
疏
修
省

l
」

の
題
名
で
同
疏
を
載
せ
て
い
る
。

(
臼
)
『
明
史
』
巻
一

O
、
英
宗
前
紀
、
宣
徳
十
年
正
月
壬
午
に
「
始
罷
午

朝
。
」
と
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
午
朝
の
寅
施
が
窺
え
る
。

(
臼
)
『
蔦
暦
曾
典
』
巻
四
四
、
朝
儀
、
「
午
靭
儀
」
、
後
掲
註
(
回
)
記
事
。

(
日
)
『
明
英
宗
貫
録
』
巻
二

O
六
、
景
泰
二
年
七
月
美
亥
、
「
礎
部
儀
制

司
郎
中
章
倫
言
十
六
事
。
:
:
:
一一一
日
、
菌
議
大
政
在
委
任
孤
卿
。
匡

惟
、
皇
上
毎
早
午
朝
退
、
卸
御
便
殿
、
賂
臣
民
奏
題
事
務
、
公
孤
主
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議
、
六
卿
論
難
、
蔓
諌
参
議
、
選
官
入
閣
、
計
議
匿
慮
。
如
此
則
庶
事

無
不
理
笑
。
:
・
・
」
ま
た
『
明
経
世
文
編
』
巻
四
七
「
章
恭
毅
奏
疏
」

「
上
言
十
六
事
疏
|
時
政
|
」
。

(
回
)
『
明
英
宗
貫
録
』
巻
二

O
七
、
景
泰
二
年
八
月
辛
巳
、
「
命
の
奮
制

午
朝
。
」
『
蔦
暦
曾
典
』
巻
四
四
、
朝
儀
、
「
午
朝
儀
」
、
『
明
史
』
巻

五
三
、
雄
志
七
「
常
朝
之
儀
」
等
で
は
「
景
泰
初
、
定
午
朝
儀
。
」
と

記
す
ば
か
り
で
あ
る
。

(
閉
山
)
山
本
前
掲
書
四
八
四
J
五
頁
。

(
回
)
内
閣
大
率
土
劉
健
は
、
弘
治
十
二
年
九
月
に
上
し
た
奏
疏
で
弘
治
帯

が
臣
下
と
面
見
す
る
機
舎
が
少
な
い
こ
と
を
諌
め
て
い
る
が
、
そ
の
際

比
較
の
封
象
と
し
て
「
・
:
:
英
宗
容
皇
脅
硯
朝
絡
罷
、
不
時
面
召
李

賢
、
:
:
・
」
と
言
う
〈
後
註
(
臼
)
、

(
U
〉
所
引
「
論
票
擬
疏
」
)
。
ま

た
、
『
典
故
紀
開
』
径
一
一
一
一
に
「
英
宗
謂
閣
臣
李
賢
目
、
朕
毎
得
章

奏
、
無
不
親
関
、
左
右
或
以
盛
岡
首
問
機
至
紫
、
一
一
親
覚
、
未
完
努
一
柄
、

恐
非
養
生
之
道
。
族
議
之
目
、
身
負
荷
天
下
之
重
、
而
園
自
安
逸
、
可

乎
。
努
一
身
以
安
兆
民
、
予
所
欲
也
。
左
右
乃
不
敢
復
言
。
賢
日
、
自

古
聖
帝
明
王
、
莫
不
修
徳
動
政
、
所
以
天
下
長
治
久
安
。
彼
邪
倭
輩
安

知
遠
慮
、
陛
下
不
震
所
惑
、
足
見
至
明
。
更
釜
持
守
此
心
、
堅
如
金

石
、
可
以
馴
致
太
卒
。
」
と
言
う
。

(
印
)
『
寂
園
雑
記
』
各
四
、
「
李
文
達
公
費
在
内
閣
時
、
太
監
曹
士
口
鮮
嘗

在
左
順
門
、
令
人
請
説
話
。
文
淫
語
云
、
聖
上
宣
召
則
来
、
太
監
請
不

来
也
。
曹
乃
令
二
火
者
扱
而
至
。
文
淫
云
、
太
監
誤
失
。
此
慮
乃
天
子

顧
問
之
地
、
某
等
乃
護
候
顧
問
之
官
。
太
監
停
聖
上
之
命
、
有
事
来

説
、
自
合
到
此
、
宣
可
令
人
来
召
耶
。
曹
云
、
五
回
適
病
足
耳
、
先
生
幸

恕
罪
也
。
関
李
公
残
後
、
有
事
、
司
薩
監
只
令
散
本
内
官
来
説
、
太
監

不
親
至
。
今
日
閣
老
請
太
監
議
事
、
亦
不
至
笑
。
内
閣
鰻
勢
之
穫
、
叉

非
前
比
。
」

(

ω

)

王
其
祭
前
掲
書
第
三
一
軍
「
内
閣
制
度
建
立
的
第
二
階
段
正
統
|
正

徳
(
一
四
三
六
1

一
五
一
一
一
年
)
」
「
四
、
在
位
時
期
只
召
見
一
衣
閣

臣
閏
憲
宗
朱
見
深
」
、
一
二
三

l
四
頁
。

(
川
町
)
『
明
経
世
文
編
』
巻
五
二
「
劉
文
靖
公
奏
疏
ご
「
論
票
擬
疏
」
、

「
:
:
:
憲
宗
純
皇
帝
亦
嘗
召
李
賢
・
陳
文
・
彰
時
、
或
遺
司
躍
監
太
監

如
牛
玉
・
懐
思
一
二
人
到
閣
計
議
、
上
有
密
旨
則
用
御
前
之
賓
封
示
、

下
有
章
疏
則
用
文
淵
閣
印
封
進
、
直
至
御
前
開
訴
。
此
臣
等
耳
聞
目
見

者
也
。
因
循
至
今
、
事
鐙
漸
呉
、
:
:
・
」
『
明
孝
宗
寅
録
』
巻
一
五
四
、

十
二
年
九
月
丙
戊
に
節
略
が
載
る
。
ま
た
『
典
故
紀
聞
』
巻
一
六
に
も

引
用
さ
れ
る
。

(
位
)
『
典
故
紀
関
』
巻
一
五
に
、
成
化
二
十
一
年
(
一
四
八
五
)
九
月
の

「
:
:
:
忽
一

日
申
刻
太
監
車
畠
俸
旨
、
召
大
事
土
首
円
安
・
劉
吉
赴
西
角

門
、
劉
瑚
亦
欲
往
、
昌
止
之
。
安
等
至
、
昌
出
紙
一
一
紙
、
上
有
御
筆
珠

書

一
「
封
」
字
、
啓
調
則
人
許
珂
貧
財
好
色
、
奥
太
監
某
認
親
、
納
王

越
賄
、
謀
輿
復
爵
諸
陰
事
。
:
:
・
」
と
い
う
例
を
載
せ
る
。
閣
臣
麹
劾

案
件
の
庭
置
決
定
の
た
め
、
賞
一
一
該
閣
臣
を
外
し
た
繁
則
的
な
閣
議
で
は

あ
る
が
、
皇
帝
一
抜
き
・
太
監
出
席
と
い
う
質
情
を
描
篤
す
る
記
事
で
あ

る
。
匿
名
で
人
を
揮
劾
す
る
疏
を
上
す
こ
と
は
従
来
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
こ
の
事
例
で
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
高
安
・
劉
吉
の
雨
者
で
庭

分
を
決
定
す
べ
し
と
停
旨
さ
れ
て
お
り
、
結
局
劉
珂
が
自
ら
致
仕
を
願

い
出
て
名
血
管
を
損
な
わ
ず
に
引
退
す
る
と
い
う
形
で
決
着
し
て
い
る
。

(
臼
)
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
四
二
「
弘
治
君
臣
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
陳

洪
護
の
著
し
た
『
治
世
徐
関
』
の
書
名
も
、
弘
治
が
治
ま
っ
た
世
で
あ
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る
と
す
る
許
僚
に
基
づ
く
と
言
わ
れ
る
。

(
倒
)

『
明
孝
宗
質
銭』

巻
四
六
、
三
年
十
二
月
壬
申
に

「吏
部
左
侍
郎
彰

部
奏
、
内
臣
在
上
左
右
、
人
所
畏
悌
。
今
:

・九
章
一
奏
無
不
先
允
而
後

議
、
該
部
承
行
、
不
復
審
庭
、
是
失
政
隆
也

0

・:
:
乞
、
自
今
午
朝
無

奏
常
事
、
惟
議
急
務
如
大
陸
除
、
大
災
異
、
緊
急
銭
線
、
緊
閥
工
程
囚

犯
之
類
、
令
各
街
門
先
期
具
奏
事
由
、
聖
相
馬
定
日
出
御
左
順
門
、
侍
班

守
術
一
如
午
朝
之
儀
、
該
品
目
議
者
、
各
官
就
於
御
前
公
議
。
・
・
:
如

此
、
・
・
:
銃
不
暗
躍
午
朝
之
故
典
、
叉
可
率
霊
臣
之
興
事
、
則
凡
時
政
得

失
・
軍
民
利
病
自
可
以
次
第
弛
張
突
。
下
種
部
覆
奏
謂
、
:
:
:
自
今
:
・

;
・
如
有
機
密
重
事
、
許
赴
御
前
具
奏
、
不
必
別
居
同
議
擬
。
従
之
。
然
午

朝
覚
無
諸
制
到
政
事
者
、
不
過
文
具
徒
骨
肉
煩
擾
慶
事
、
故
不
久
寛
罷
云
。
」

と
あ
る
。
彰
留
の
奏
は

『明
経
世
文
編
』
巻
八

O
「
彰
態
安
公
奏
疏
」

に
「
論
午
朝
事
宜
疏
|
午
朝

l
」
の
題
名
で
載
る
。

(
閤
)

(
筋
)
『
明
孝
宗
寅
録
』
巻
一
一
一
二
、
十
年
二
月
甲
成
、
「
内
門
大
皐
士
徐

一
得
等
奏
、
:
:
:
内
殿
奏
事
、
靖
国
制
毎
日
二
次
、
若
有
緊
急
事
情
、
不
時

間
奏
。
今
止
一
次
、
途
以
篤
常
。
批
答
之
出
、
動
経
累
目
、
各
街
門
題

奏
本
或
稽
留
数
月
、
或
立
見
不
渡
出
、
事
多
墾
滞
、
不
得
卸
行
。
且
本
朝

列
聖
自
洪
武
以
至
天
順
年
問
、
時
嘗
面
召
儒
臣
、
容
議
政
事
。
今
朝
参

之
外
、
不
得
一
室
天
顔
。
所
以
通
達
下
情
者
惟
在
章
奏
、
叉
不
以
時
断

決
其
於
政
盤
、
質
盛
岡
有
破
O
i
-
-
伏
願
、
陛
下
殿
早
朝
之
節
、
復
奏
事

之
期
、
・
則
聖
徳
日
新
、
要
政
日
理
、
億
高
年
太
卒
之
業
可
保
無
反

笑
。
」

『
明
経
世
文
編
』
巻
六
五
「
徐
文
靖
公
奏
疏
」
に
て
「
論
時
政

疏
|
方
術
1

」
の
題
目
を
附
し
て
載
せ
る
。
な
お
、
『
明
経
世
文
編
』

径
五
二
に
採
録
さ
れ
る
劉
健
の

「
論
聖
政
疏
|法
聖
政
|
」
に
も
「
:

:
・
近
時
以
来
、

奏
事
之
期
、
日
漸
遅
晩
、
散
本
不
及
、
禁
門
己
閉
、
内

外
章
疏
、
動
経
累
目
、
甚
者
或
延
至
半
年
、
或
彩
留
不
出
、
因
循
積

習
、
途
以
篤
常
。
:
:
:
」
と
言
う
。

(
以
山
)
『
明
孝
宗
貫
録
』
各
二
二
二
、
十
年
三
月
甲
子
、
「
経
鐙
畢
、
上
遺

太
監
掌
泰
至
内
閣
、
召
大
間
学
士
徐
湾
、
劉
健
、
李
東
陽
、
謝
遷
至
文
肇

殿
御
楊
前
。
上
出
各
街
門
題
奏
本
田
、
輿
先
生
輩
商
量
。
湾
等
毎
本
議

定
批
僻
、
乃
録
於
片
紙
以
準
。
上
覧
畢
、
親
批
本
面
、
或
更
一一一
一一字、

或
耐
去

一
一
一
句
、
皆
腹
手
疾
書
、
客
無
疑
滞
。
・
:
」
同
記
事
は
『
治

世
絵
関
』
上
篇
・
巻
二
、
『
典
故
紀
関
』
巻
一
六
に
も
記
さ
れ
る
。

『
治
世
徐
関
』
記
事
の
冒
頭
部
分
は
「
上
回
、
近
前
。
於
是
直
叩
御

楊
、
司
種
監
諸
太
監
環
脆
於
案
側
。
上
回
、
看
文
書
。
諸
太
監
取
本
付

湾
等
、
叉
分
置
珠
硯
筆
、
授
片
紙
数
幅
。
上
回
、
奥
先
生
態
計
較
。
・
:

:
」
と
あ
り
、
貫
録
よ
り
も
や
や
詳
し
く
経
過
が
設
明
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、

[

]
を
附
し
て
貫
録
記
事
を
補
っ
て
お
い
た
。
ま
た

『
高
暦
野
獲
編
』
補
遺
巻
二
、
内
閣
、
「
弘
治
召
封
」
で
も
若
干
引
言

し
て
お
り
、
か
な
り
有
名
な
出
来
事
だ
っ
た
と
見
え
る
。
『
明
史
』
巻

一
八
て
徐
捕
時
停
に
、
こ
れ
は
十

一
年
に
致
仕
し
た
樽
が
召
見
を
得
た

唯
一
の
例
だ
っ
た
と
停
え
る
。
十
年
頃
ま
で
の
召
見
の
少
な
さ
を
一
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

(
U
)

『
明
経
世
文
編
』
各
五
二
「
論
一
票
擬
疏
L

。
註
(
臼
)
、
(
飢
)
所
引
史

料
の
後
文
。
態
宗
成
化
一
帝一
時
の
状
況
説
明
の
後
、
ブ
:
:
因
循
至
今
、

事
鐙
漸
呉
、
朝
参
議
讃
之
外
、
不
得
復
奉
天
顔
。
雄
司
雄
監
太
監
亦
少

至
内
閣
。
朝
廷
有
命
令
、
必
停
之
太
監
、
太
監
間
博
之
管
文
書
官、

管
文

書
官
方
停
至
臣
等
。
内
閣
有
陳
設
、
必
達
之
管
文
書
官
、
管
文
書
官
達

知
太
監
、
太
監
乃
達
至
御
前
。
・
:
・
」
と
記
す
。
管
文
書
官
と
は
、
お

そ
ら
く
司
膿
監
属
の
文
書
房
の
宣
官
で
あ
ろ
う
。
『
明
孝
宗
寅
録
』
品
位
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一
五
四
、
十
二
年
九
月
丙
成
に
節
略
が
載
る
。
ま
た
『
典
故
紀
開
』
巻

一
六
に
も
引
用
さ
れ
る
。

(
回
)
『
明
経
世
文
編
』
巻

一二
七

「何
文
簡
奏
疏
」
所
枚

「陳
寓
言
以
伴

修
省
疏
|
修
省
八
要
|
」
。
同
疏
の
本
文
は
『
明
孝
宗
貫
録
』
に
載
ら

な
い
が
、
巻

一
四
四
、
十
一
年
間
十
一
月
乙
酉
に

「兵
部
主
事
何
孟
春

上
疏
言
、
果
臆
断
、
公
委
任
、
恨
選
守
令
、
庭
置
巡
撫
、

重
惜
名
器
、

存
佃
小
民
、
革
皇
妊
粂
併
之
弊
、
更
軍
政
清
鮮
之
法
。
命
所
司
知
之
。
L

と
あ
り
、
上
疏
時
期
が
確
認
で
き
る
。

(
的
)
『
明
孝
宗
寅
鋒
』
巻
一
八
七
、
十
五
年
五
月
壬
辰
、
「
内
閣
大
皐
土

劉
健
等
言
、
:
:
:
且
如
頑
朝
奏
事
、
奮
有
定
期
。
近
年
以
来
日
漸
遅

緩
。
:
:
:
伏
願
、
皇
上
金
動
政
務
、
毎
日
繋
明
視
朝
、
辰
未
雨
時
奏

事
、
則
朝
政
粛
清
、
事
無
墾
滞
。
:
:
・
」
同
疏
は
『
明
経
世
文
編
』
各

五
二
に
「
言
時
政
疏
1

時
政
節
財
用
公
賞
罰
|
」
と
し
て
載
る
。

(
河
)
『
明
孝
宗
貫
録
』
各

一
九
O
、
十
五
年
八
月
己
巳
。

「
:
:
内
閣
大

事
士
劉
健
等
言
、
続
開
天
下
之
事
未
有
不
以
勤
駒
而
興
、
亦
未
有
不
以

蝉
怠
而
援
。
是
以
自
古
聖
明
之
君
、
競
競
業
業
不
這
暇
食
、
誠
知
夫
創

立
之
難
、
而
稜
墜
之
易
。

:
;
:
週
来
動
酌
之
志
漸
異
子
前
。
毎
日
早
朝

不
遇
数
刻
、
而
起
鼓
或
至
日
高
、
宮
中
奏
事
止
得

一
次
、
而
散
本
或
至

昏
黒
。
侍
衛
援
本
之
人
、
筋
力
疲
懲
、
不
得
休
息
。
百
司
庶
府
之
事
、

文
書
翠
滞
、
不
得
施
行
。
一
事
之
決
、
動
途
旬
月
、
一

令
之
出
、
随
撤

駿
弛
、
群
寮
玩
習
競
馬
例
。
:
:
:
」
こ
の
疏
は
『
明
経
世
文
編
』
巻
五

二
に
「
論
時
政
疏
|
時
政
|
」
と
し
て
載
る
。

203 

(
九
〉
『
明
孝
宗
寅
録
』
巻
一
九
三
、
十
五
年
十
一
月
丁
酉
。

(

η

)

『
高
暦
野
獲
編
』
巻
二

O
、
京
職
、
「
輩
奏
異
名
」
に

「
:
・
・
前

此
、
正
徳
朝
逆
瑳
時
、
則
有
白
紅
二
本
。
入
御
前
者
名
白
木
、
迭
造
所

者
団
紅
本
。
差
以
紙
色
分
別
、
逼
上
無
君
乃
至
此
。
」
と
あ
る
。
そ
の

具
睦
的
な
蕗
理
過
程
は
陳
洪
諜
撰
『
縫
世
紀
関
』
倉
一
に

「
:
・
・
逆
理

威
権
目
盛
、
口
衝
天
憲
、
陰
養
松
江
人
罷
畢
生
員
張
文
易
及
其
姪
婿
罷

職
司
務
孫
聴
子
私
宅
、
凡
一
態
章
奏
、
初
猶
迭
内
閣
票
旨
、
至
是
重
任

意
批
答
、
或
増
減
字
様
、
或
別
震
創
造
、
県
僑
混
出
、
而
文
理
亦
多
不

通。
」
と
あ
る
が
如
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
王
世
貞
撰
『
畠
昇
山
堂
別
集
』

巻
九
五

「
中
官
考
六
」
に
も
同
様
の
記
述
が
有
る
。
貌
忠
賢
に
つ
い
て

は
劉
若
愚
撰
『
酌
中
士
山
』
径
二
二
、
「
本
章
経
手
次
第
」
を
参
照
。

(
河
)
例
え
ば
、
明
末
に
成
立
し
た
『
本
翠
指
南
』

(
撰
者
不
詳
)
の
「
奏

題
雑
例
」
九
業
表
に
、
「

一
、
凡
地
方
事
宣
有
所
施
行
、
或
請
旨
、
或

止
報
知
、
如
刑
名
・

銭
糧

・
盗
賊
・
僚
陳

・
輿
革
之
類
、
倶
用
題
本
。

如
級
殺

・
徹
加

・
謝
関
心

・
慶
賀
・
奉
慰

・
進
香
之
類
、
倶
用
奏
本
。
」

と
あ
る
。
『
本
皐
指
南
』
は
、
公
文
書
の
韓
例
、
書
官
時
上
の
注
意
黙
、

雛
型
を
記
し
た
書
で
、
公
文
書
作
成
者
が
参
照
し
た
手
引
き
書
の
類
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
京
都
大
皐
文
民
宇
部
聞
書
館
蔵
。
ま
た
、
高
磨

十
四
年
成
書
の
王
折
編
『
績
文
献
遁
考
』
各
九
六
、
進
奏
院
、
「
通
政

司
月
奏
事
例
」
に
も
「
凡
内
外
各
街
門
一
際
公
事
用
題
本
。
其
雌
係
公

事
、
而
循
例
奏
報
報
賀
、
若
乞
恩
・
認
罪

・
級
殺
・
謝
恩
、
弁
軍
民

人
等
陳
情
・
建
一マ一口

・
伸
訴
等
事
倶
用
奏
本
。
」
と
言
う
。
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THE ESTABLISHMENT AND TRANSFORMATION

　　　　

OF THE MING MEMORIAL SYSTEM

Sakurai Toshiro

　　

The two types of memorial primarily used during the Ming dynasty

were called tiben 題本and zouben 奏本Generally speaking, the former

were used for memorializing the emperor on officialmatters, and the latter

on private ones. With respect to the memorials of late Ming time which

exist today, this is no doubt true. However, it was not the case during

the earlier periods. In the early part of the Hongwu 洪武period only

zouben were in use, and they were routed through the Secretariat in

accordance with the government structure inherited from the late Yuan,

but from around the same time as the abolition of the Secretariat they

came to be transmitted directly to the emperor instead. On the other

hand, the adoption of the tiben began from the late Hongwu period.

Memorialists ･were permitted to use the tiben for urgent matters only, and

they could be eχpected to be disposed of more quickly and certainly than

the zouben. It is natural that memorialists gradually came to use them

for private matters as well, despite the regulations.　　During the Hongχi

洪煕and the χuande 宣徳periods, the Ming government still attempted

to maintain the traditional regulations.　Yet, after the Zhengtong 正統

period, when the morning audience （ｃｈａｏｙi朝儀) degenerated into ａ mere

formality, memorials mostly came to be managed in the conference of the

grand secretaries, in　which the emperor himself usually participated.

During the Chenghua 成化and Hongzhi 弘治periods, since the emperor

took

　

part

　

in

　

those

　

conferences

　

far less frequently, eunuchs began to

intervene in the transmission process of memorials, and this condition

remained prevalent up to the end of the Ming dynasty. Finally, it was

from this period at the latest that the distinction of usage between the tiben

and the zouben came to be that the former were for official matters and

the latter for personal matters.
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